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議第１号 

   橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部改正について 

橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（通勤手当） （通勤手当） 

第８条 フルタイム会計年度任用職員に対して、次項から第５項までに定めるところによ

り通勤手当を算定し支給する。 

第８条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号。以

下「給与条例」という。）第８条の２の規定は、フルタイム会計年度任用職員について

準用する。 

２ 通勤のため交通機関又は有料道路（以下「交通機関等」という。）を利用するフルタ

イム会計年度任用職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である

フルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離（フルタイム会計年度任用職員の住居から在勤庁ま

でに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。）が片道２

キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員を除く。）に対し、最も経済的か

つ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額（その額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を支給する。 

＿ 

３ 通勤のため自動車その他規則で定める交通用具（以下「自動車等」という。）を利用  
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改    正    前 改    正    後 

するフルタイム会計年度任用職員に対し、別表の通勤距離の区分に応じて月額に定める

額を支給する。 

４ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用するこ

とを常例とするフルタイム会計年度任用職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使

用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフル

タイム会計年度任用職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片

道２キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員を除く。）に対し、最も経済

的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法並びに前項の規定により算出した

額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を支給する。 

 

５ 通勤手当は、橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２

９号。以下「給与条例」という。）第８条の２第２項第１号の支給単位期間に係る最初

の月の規則で定める日に支給する。 

 

（費用弁償） （費用弁償） 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員に対して、その通勤に係る費用を、１月当たり

の通勤回数に応じ、第８条の規定を準用して弁償するものとする。この場合において、

同条第３項中「別表の通勤距離の区分に応じて月額に定める額」とあるのは「勤務１日

につき、別表の通勤距離の区分に応じて費用弁償に定める額」と、同条第５項中「最初

の月」とあるのは「最初の月の翌月」と読み替えるものとし、読み替えられた同条第３

項において、別表に規定する月額を超えるときは、月額の額を支給する。 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員に対して、その通勤に係る費用を、１月当たり

の通勤回数に応じ、給与条例第８条の２（第３項を除く。）の規定を準用して弁償する

ものとする。この場合において、給与条例第８条の２第２項第２号中「次に掲げる職員

の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額」とあるのは「勤務１日に

つき、橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿

原市条例第１６号）別表の通勤距離の区分に応じて費用弁償に定める額」と読み替える

ものとし、読み替えられた給与条例第８条の２第２項第２号において、別表に規定する

月額を超えるときは、月額の額を支給する。 

＿ ２ 前項の規定による費用弁償は、給与条例第８条の２第２項第１号の支給単位期間に係
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改    正    前 改    正    後 

る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。 

２ （略） ３ （略） 

別表（第８条関係） 別表（第２１条関係） 

通勤距離 費用弁償額（円） 月額（円） 

（略） 

片道５キロメートル以上１０キロメートル

未満 

２００ ４，０００ 

片道１０キロメートル以上１５キロメート

ル未満 

３００ ６，０００ 

片道１５キロメートル以上２０キロメート

ル未満 

４００ ８，０００ 

片道２０キロメートル以上２５キロメート

ル未満 

５００ １０，０００ 

片道２５キロメートル以上３０キロメート

ル未満 

６００ １２，０００ 

片道３０キロメートル以上３５キロメート

ル未満 

７００ １４，０００ 

通勤距離 費用弁償額（円） 月額（円） 

（略） 

片道５キロメートル以上１０キロメートル

未満 

２１０ ４，２００ 

片道１０キロメートル以上１５キロメート

ル未満 

３５０ ７，１００ 

片道１５キロメートル以上２０キロメート

ル未満 

５００ １０，０００ 

片道２０キロメートル以上２５キロメート

ル未満 

６４０ １２，９００ 

片道２５キロメートル以上３０キロメート

ル未満 

７９０ １５，８００ 

片道３０キロメートル以上３５キロメート

ル未満 

９３０ １８，７００ 
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改    正    前 改    正    後 

片道３５キロメートル以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８００ １６，０００ 

 

片道３５キロメートル以上４０キロメート

ル未満 

１，０８０ ２１，６００ 

片道４０キロメートル以上４５キロメート

ル未満 

１，２２０ ２４，４００ 

片道４５キロメートル以上５０キロメート

ル未満 

１，３１０ ２６，２００ 

片道５０キロメートル以上５５キロメート

ル未満 

１，４００ ２８，０００ 

片道５５キロメートル以上６０キロメート

ル未満 

１，４９０ ２９，８００ 

片道６０キロメートル以上 １，５８０ ３１，６００ 
 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例及び附則第３条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の通

勤に係る費用について適用し、施行日前の通勤に係る費用については、なお従前の例による。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第３条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

第５条の２ 非常勤の特別職の職員が勤務のためその者の住居と任命権者が指定

する勤務地との間を往復（以下「通勤」という。）したときは、１月当たりの通

勤回数に応じ、橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例

（平成２３年橿原市条例第１６号）第８条第２項から第４項までの規定を準用し

て算出した額を、その月の翌月の１６日に費用弁償として支給する。ただし、当

該非常勤の特別職の職員の通勤に係る費用弁償の額が勤務１日につき６００円に

満たないときは、これを支給しない。 

第５条の２ 非常勤の特別職の職員が勤務のためその者の住居と任命権者が指定

する勤務地との間を往復（以下「通勤」という。）したときは、１月当たりの通

勤回数に応じ、橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条

例第２９号）第８条の２第１項及び第２項の規定を準用して算出した額を、その

月の翌月の１６日に費用弁償として支給する。ただし、当該非常勤の特別職の職

員の通勤に係る費用弁償の額が勤務１日につき６００円に満たないときは、これ

を支給しない。 

２ （略） ２ （略） 

 

 

理由 会計年度任用職員の通勤手当及び費用弁償の支給について、一般職の職員と同等に支給するため、所要の改正を行うもの 
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議第２号 

橿原市職員の育児休業等に関する条例及び橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

橿原市職員の育児休業等に関する条例及び橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市職員の育児休業等に関する条例及び橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 （橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年橿原市条例第１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職

員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超え

ない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第３

２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護をするための時

間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当

該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない

範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職

員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超え

ない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条の２

第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をするための時間」と

いう。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内

で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 
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第２条 橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を

講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２項に規定する勤務（災害その他避

けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせては

ならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２項に規定する勤

務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同

じ。）をさせてはならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用す

る。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護す

るもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他

これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。）のある職

員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育すること

ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用す

る。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護す

るもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他

これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。）のある職

員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育すること

ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規
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改    正    前 改    正    後 

則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のある

職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あるのは、「第１５条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のある

職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」

と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第２項及び前項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは、「第１５条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のあ

る職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜にお

ける」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）におけ

る」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著

しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

（介護休暇） （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営む

のに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定め

るところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする１の継

続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期

間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇とする。 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

規則で定める者（第１９条第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同

じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づ

き、要介護者の各々が当該介護を必要とする１の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内

において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等） （病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認等） 

第１７条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇及び介護時間に

ついては、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。 

第１７条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇、介護時間及び

子育て部分休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなけれ
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改    正    前 改    正    後 

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

 第１９条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったこと

を申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以

下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせる

とともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」とい

う。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

 ２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月１日か

ら翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせなければな

らない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

＿＿ 第２０条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

＿＿ （１） 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

＿＿ （２） 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

 （３） その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

（非常勤職員等の勤務時間等） （非常勤職員等の勤務時間等） 

第１９条 （略） 第２１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

附 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開始日とする第２条の規定による改正後の橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例第８条の２第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前におい

ても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 

 

 

理由 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正により、超過勤務の免除等の見直しが行われたため、所要の改正を行うもの 





1 

議第３号 

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正について 

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例 

（橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

第１条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年橿原市条例第３１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

附 則 附 則 

第３条 改正法附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用

職員」という。）（改正法による改正後の法第２２条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下この条において「暫定再任用短時間

勤務職員」という。）を除く。以下この項、次項及び第５項において同じ。）の

給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される新給与条例第３条に規定する給料表の定年前再任用短時

間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち同条例第３条の３第２項の規定に

より当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

第３条 改正法附則第９条第６項に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用

職員」という。）（改正法による改正後の法第２２条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下この条において「暫定再任用短時間

勤務職員」という。）を除く。以下この項、次項及び第５項において同じ。）の

給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される新給与条例第３条に規定する給料表の定年前再任用短時

間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち同条例第３条の３第２項の規定に

より当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 新給与条例第１６条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における

勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同

６ 新給与条例第１６条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における

勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同
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改    正    前 改    正    後 

項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあ

るのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員（次号

において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と

する。 

項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあ

るのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号）附則第９条第６項に規定する暫定再任用職員（次号

において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と

する。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

（橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

第２条 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（令和４年橿原市条例第３２号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項

まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された職員をいう。）に対する新条例第２条第１項の規定

の適用については、同項中「（以下「職員」という。）」とあるのは、「（地方

公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項

まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された職員をいう。）に対する新条例第２条第１項の規定

の適用については、同項中「（以下「職員」という。）」とあるのは、「（地方

公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若
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改    正    前 改    正    後 

しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職

員を除く。以下「職員」という。）」とする。 

しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職

員を除く。以下「職員」という。）」とする。 

（橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

第３条 橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例（令和４年橿原市条例第３３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

附 則 附 則 

（橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） （橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項

まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された職員をいう。以下同じ。）で地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）は、第３条の規定による改正

後の橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（以下この条において「新条

例」という。）第１条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項

まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された職員をいう。以下同じ。）で地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）は、第３条の規定による改正

後の橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（以下この条において「新条

例」という。）第１条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条
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改    正    前 改    正    後 

例の規定を適用する。 例の規定を適用する。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

理由 地方公務員法の一部改正により、条項が整理されたため、所要の改正を行うもの 



1 

議第４号 

橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例及び橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例及び橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例及び橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

（橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が

公務のため一時その住所、居所を離れて旅行することをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 出張 職員が公務のため一時その在勤地（任命権者又はその委任を受けた者

（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命

令権者が認める場所をいう。以下同じ。）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務

のため一時その住所、居所を離れて旅行することをいう。 

（２） 赴任 新たに採用された職員（人事交流等により国又は他の地方公共団体から

引き続いて採用された者その他任命権者が特に必要と認める者に限る。）がその採用

に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員

がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。 

（３） 家族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
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改    正    前 改    正    後 

 

 

（２） 遺族 職員の配偶者（届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を

一にしていた他の親族をいう。 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に

対し旅費を支給する。 

（１） 職員が出張のため旅行中に退職（免職を含む。）、失職又は休職（以下「退職

等」という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）

には、当該職員 

（２） 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

３～７ （略） 

 

含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするも

のをいう。 

（４） 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当

時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

 

（５） 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の

４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下「旅行業者

等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係

る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅

行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をい

う。以下同じ。）を締結したものをいう。 

２ （略） 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に

対し旅費を支給する。 

（１） 職員が出張又は赴任中に退職（免職を含む。）、失職又は休職（以下「退職

等」という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）

には、当該職員 

（２） 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

３～７ （略） 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市が旅行役務提
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（旅行命令等） 

第４条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）の

発する旅行命令等によって行われなければならない。 

２～３ （略） 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行

依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これ

を当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場

合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合にお

いて、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を

記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。 

 

 

 

５ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。 

（普通旅費の種類） 

第６条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 

 

２～４ （略） 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について路程に応じ１キロメートル当

供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する

者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当す

るものとして支払うことができる。 

（旅行命令等） 

第４条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。 

 

２～３ （略） 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行

依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に当該旅行に関し必要な事項を記載又は記録

をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該

事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。 

 

 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、でき

るだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならな

い。 

６ 旅行命令簿等の記載又は記録をする事項及び様式は、市長が定める。 

（旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費とする。 

２～４ （略） 

５ その他の交通費は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、実費額により支
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たりの定額又は実費額により支給する。 

６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給する。 

７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（特殊旅費の種類） 

第７条 特殊旅費の種類は、日額旅費及び遺族旅費とする。 

（旅費の計算） 

第８条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算

する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通

常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって

計算する。 

 

（旅行日数の計算） 

第９条 旅費計算上の旅行日数は、第３項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため

現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により

要した日数のほか、鉄道旅行にあっては４００キロメートル、水路旅行にあっては２０

給する。 

 

６ 宿泊費は、第１８条第１項の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同項の額を超えて当該宿泊に要

する費用の額を支給する。 

７ 包括宿泊費は、第１８条の２に規定する合計額により支給する。 

８ 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。 

９ 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。 

１０ 着後滞在費は、第２０条に規定する額を支給する。 

１１ 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。 

 

第７条 削除 

（旅費の計算） 

第８条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第６条に規定する旅費の

種目及び第１３条から第２１条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常

の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し

難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

 

第９条 削除 
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０キロメートル、陸路旅行にあっては５０キロメートルについて１日の割合をもって通

算した日数を超えることができない。 

２ 前項ただし書の規定により通算した日数に１日未満の端数を生じたときは、これを１

日とする。 

３ 第３条第２項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第１項ただし書

及び前項の規定により計算した日数による。 

第１０条 １日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額

の多い方の定額による日当を支給する。 

（旅費の請求手続） 

第１２条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払

に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必

要な書類を添え、これを当該旅費の支払をする者（以下「支払担当者等」という。）に

提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出し

なかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅

費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。 

 

 

 

 

 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条 削除 

 

（旅費の請求手続） 

第１２条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算払

に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する

金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該請求書に記載すべ

き事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。以下同じ。）を含む。以下この条において同じ。）に必要な資料を

添え、これを当該旅費の支払をする者（以下「支払担当者等」という。）に提出しなけ

ればならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、

その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、

その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は

支払を受けることができない。 

２～３ （略） 

４ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法（電子情
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４ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前２項

に規定する期間は、市長が定める。 

（鉄道賃） 

第１３条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において「運賃」とい

う。）、急行料金及び座席指定料金による。 

（１）～（３） （略） 

 

２ 前項第２号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給

する。 

（１） 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上のもの 

（２） 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道５０キロメートル以上のもの 

３ 第１項第３号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する

線路による旅行で片道１００キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給す

る。 

（船賃） 

第１４条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条に

おいて「運賃」という。）、寝台料金及び特別船室料金による。 

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定め

るものをいう。以下同じ。）をもって提出することができる。 

５ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担

当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求

書又は資料を提出したものとみなす。 

６ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項及び様式並びに第２項及び

第３項に規定する期間は、市長が定める。 

（鉄道賃） 

第１３条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において「運賃」とい

う。）、急行料金及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。 

（１）～（３） （略） 

（４） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第２号から第４号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限り、支給

する。 

 

 

 

 

 

（船賃） 

第１４条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条に

おいて「運賃」という。）、寝台料金及び特別船室料金並びにこれらの費用に付随する
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（１）～（５） （略） 

 

（車賃） 

第１６条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第１１条の規定により区分計算をする

場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。 

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てる。 

（日当） 

費用による。 

（１）～（５） （略） 

（６） 前各号に付随する費用 

（その他の交通費） 

第１６条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用と

し、その額は、次に掲げる費用（第２号、第３号及び第５号に掲げる費用は、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅

客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行う

ものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 

（２） 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する

自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用す

る移動に要する運賃 

（３） 道路運送法第８０条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動

車の賃料その他の移動に直接要する費用 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が交通手段として認めたものに係る費用 

（５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

 

 

 

 

（宿泊手当） 
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第１７条 日当の額は、別表の定額による。 

 

２ 鉄道１００キロメートル未満、水路５０キロメートル未満又は陸路２５キロメートル

未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の２分の１に相

当する額による。 

３ 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道４キロメートル、水路２キロメー

トルをもってそれぞれ陸路１キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。 

（宿泊料） 

第１８条 宿泊料の額は、別表の定額による。 

 

 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

 

 

 

 

（日額旅費） 

第１９条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行につ

いて定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、

市長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第６条第１項に掲げる普通

第１７条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額

は、通常要する費用の額を勘案して別表１に定める１夜当たりの定額とする。 

 

 

 

 

 

 

（宿泊費） 

第１８条 宿泊費は、宿泊先の区分に応じた別表２の基準額を上限とした実費額による。 

２ 規則で定める特別の事情により前項の基準額を超える場合には、前項の規定にかかわ

らず宿泊に要した実費額を支給する。 

３ 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

（包括宿泊費） 

第１８条の２ 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用と

し、その額は、当該移動及び宿泊に係る第１３条から第１６条まで及び前条の規定によ

る費用の合計額とする。 

（転居費） 

第１９条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第２１条第１項第１号又は第２号に

規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案

して規則で定める方法により算定される額とする。 
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旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。 

（在勤地内旅行の旅費） 

第２０条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該各号に規定する額の旅費を支給する。ただし、市長及び旅行命令権者が旅費の

支給を特に必要と認めた場合に限る。 

（１） 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、車賃の実費 

（２） 日当については、別表の日当定額の３分の１に相当する額 

（３） 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表

の宿泊料定額による額 

（在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費） 

第２１条 在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費は、支給しない。ただし、鉄道１００キ

ロメートル、水路５０キロメートル又は陸路２５キロメートル以上の旅行及び公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情による旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃の

実費を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（着後滞在費） 

第２０条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、５夜

分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額と

する。 

 

 

 

 

（家族移転費） 

第２１条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る額とする。 

（１） 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及

び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職

員がその移転をするものとして算定した第１３条から第１８条の２まで及び前条の規

定による費用の合計額に相当する額 

（２） 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以

内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合に

は、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同号の規定に準じて

算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前

項第２号に規定する期間を延長することができる。 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

別表（第１６条～第１８条関係） 

 

区分 車賃（１キロメー

トルにつき） 

日当 

（１日につき） 

宿泊料 

（１夜につき） 

７級以上の職務にある者 ３７円 ２，２００円 １０，９００円 

６又は５級の職務にある者 ３７ ２，０００ １０，９００ 

４級以下の職務にある者 ３７ １，７００ １０，９００ 
 

別表１（第１７条関係） 

宿泊手当 

区分 宿泊手当（一夜につき） 

全ての地 ２，４００ 

別表２（第１８条関係） 

宿泊費基準額 

区分 宿泊費基準額（１夜につき） 

北海道 １３，０００ 

青森県 １１，０００ 

岩手県 ９，０００ 

宮城県 １０，０００ 

秋田県 １１，０００ 

山形県 １０，０００ 

福島県 ８，０００ 

茨城県 １１，０００ 

栃木県 １０，０００ 

群馬県 １０，０００ 

埼玉県 １９，０００ 

千葉県 １７，０００ 

東京都 １９，０００ 

神奈川県 １６，０００ 

新潟県 １６，０００ 
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改    正    前 改    正    後 

富山県 １１，０００ 

石川県 ９，０００ 

福井県 １０，０００ 

山梨県 １２，０００ 

長野県 １１，０００ 

岐阜県 １３，０００ 

静岡県 ９，０００ 

愛知県 １１，０００ 

三重県 ９，０００ 

滋賀県 １１，０００ 

京都府 １９，０００ 

大阪府 １３，０００ 

兵庫県 １２，０００ 

奈良県 １１，０００ 

和歌山県 １１，０００ 

鳥取県 ８，０００ 

島根県 ９，０００ 

岡山県 １０，０００ 

広島県 １３，０００ 

山口県 ８，０００ 

徳島県 １０，０００ 

香川県 １５，０００ 
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改    正    前 改    正    後 

愛媛県 １０，０００ 

高知県 １１，０００ 

福岡県 １８，０００ 

佐賀県 １１，０００ 

長崎県 １１，０００ 

熊本県 １４，０００ 

大分県 １１，０００ 

宮崎県 １２，０００ 

鹿児島県 １２，０００ 

沖縄県 １１，０００ 
 

（橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年橿原市条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（旅費） 

第９条 常勤の特別職の職員が職務のため旅行したときは、別表に定めるところにより旅

費を支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、常勤の特別職の職員に支給する旅費については、橿原市の

一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２９号）の定めるところ

による８級の職務にある者に相当する額を支給する。 

 

（旅費） 

第９条 常勤の特別職の職員が職務のため旅行したときは、当該職員に対し旅費を支給す

る。 

２ 前項に定めるもののほか、常勤の特別職の職員に支給する旅費については、橿原市の

一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２９号）の定めるところ

による。ただし、同条例第１８条第１項に規定する宿泊費の基準額については、別表に

定める額による。 
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改    正    前 改    正    後 

別表（第９条関係） 

 

区分 車賃 

（１キロメートル

につき） 

日当 

（１日につき） 

宿泊料 

（１夜につき） 

市長 ３７円 ３，０００円 １４，８００円 

市長以外の常勤の特別職の職員 ３７円 ２，６００円 １３，１００円 
 

別表（第９条関係） 

宿泊費基準額 

区分 宿泊費基準額（１夜につき） 

北海道 １８，０００円 

青森県 １５，０００円 

岩手県 １３，０００円 

宮城県 １４，０００円 

秋田県 １５，０００円 

山形県 １４，０００円 

福島県 １１，０００円 

茨城県 １５，０００円 

栃木県 １４，０００円 

群馬県 １４，０００円 

埼玉県 ２７，０００円 

千葉県 ２４，０００円 

東京都 ２７，０００円 

神奈川県 ２２，０００円 

新潟県 ２２，０００円 

富山県 １５，０００円 

石川県 １３，０００円 

福井県 １４，０００円 

山梨県 １７，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

長野県 １５，０００円 

岐阜県 １８，０００円 

静岡県 １３，０００円 

愛知県 １５，０００円 

三重県 １３，０００円 

滋賀県 １５，０００円 

京都府 ２７，０００円 

大阪府 １８，０００円 

兵庫県 １７，０００円 

奈良県 １５，０００円 

和歌山県 １５，０００円 

鳥取県 １１，０００円 

島根県 １３，０００円 

岡山県 １４，０００円 

広島県 １８，０００円 

山口県 １１，０００円 

徳島県 １４，０００円 

香川県 ２１，０００円 

愛媛県 １４，０００円 

高知県 １５，０００円 

福岡県 ２５，０００円 

佐賀県 １５，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

長崎県 １５，０００円 

熊本県 ２０，０００円 

大分県 １５，０００円 

宮崎県 １７，０００円 

鹿児島県 １７，０００円 

沖縄県 １５，０００円 
 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（以下「新旅費条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

新旅費条例第２条第１項第１号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新旅費条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定す

る旅行について適用し、施行日前に第１条の規定による改正前の橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（以下「旧旅費条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者

が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧旅費条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧旅費条例第

４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新旅費条例第２条第１項第１号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第４条第３項の規

定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前

の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

第３条 新旅費条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について

適用し、旧旅費条例第３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

（橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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第４条 第２条の規定による改正後の橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従

前の例による。 

（橿原市消防団条例の一部改正） 

第５条 橿原市消防団条例（昭和３１年橿原市条例第７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（費用弁償） 

第１６条 団員が公務のために旅行したときは、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する

条例（昭和３１年橿原市条例第２９号）の規定を準用し、別表第１左欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める職員の職務の級に相当する額を旅費として支給す

る。 

別表第１（第１５条、第１６条関係） 

区分 報酬年額 費用弁償 

団長 １７８，０００円 一般職の職員の８級相当額 

副団長 １３４，０００円 〃 

分団長 ８９，０００円 一般職の職員の６級相当額 

副分団長 ７０，０００円 〃 

部長 ４８，０００円 〃 

班長 ４８，０００円 〃 

技術団員 ４８，０００円 〃 

その他団員 ４５，０００円 〃 
 

（費用弁償） 

第１６条 団員が公務のために旅行したときは、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する

条例（昭和３１年橿原市条例第２９号）の規定を準用する。 

 

 

別表第１（第１５条） 

区分 報酬年額  

団長 １７８，０００円 

副団長 １３４，０００円 

分団長 ８９，０００円 

副分団長 ７０，０００円 

部長 ４８，０００円 

班長 ４８，０００円 

技術団員 ４８，０００円 

その他団員 ４５，０００円 
 

（橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第６条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（費用弁償） 

第５条 （略） 

２ 非常勤の特別職の職員が勤務のため宿泊を伴う必要があると市長が認めたときは、別

表に定める額のうち宿泊料に相当する額を費用弁償として支給する。 

３ （略） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 橿原市教育委員会の委員 月額 ８６，０００ 副市長相当額 

 

 

（略） 

選挙長 選挙又は投票１回につ

き繰上補充により当選

人を定めるための選挙

会１回につき １６，

０００ 

一般職８級相当

額 

 

 

 

（略） 

（略） 
 

（費用弁償） 

第５条 （略） 

２ 非常勤の特別職の職員が勤務のため宿泊を伴う必要があると市長が認めたときは、別

表に定める額のうち宿泊費に相当する額を費用弁償として支給する。 

３ （略） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 橿原市教育委員会の委員 月額 ８６，０００ 本市の常勤の特

別職の職員の例

による額 

（略） 

選挙長 選挙又は投票１回につ

き繰上補充により当選

人を定めるための選挙

会１回につき １６，

０００ 

本市の一般職の

職員の例による

額 

（略） 

（略） 
 

（橿原市実費弁償条例の一部改正） 
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第７条 橿原市実費弁償条例（昭和３６年橿原市条例第８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（実費弁償の額） 

第３条 実費弁償の額は、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原

市条例第２９号。以下「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の７級の職務にある

者に対して支給する旅費相当額とする。ただし、旅費条例第１７条第２項の規定は、適

用しないものとする。 

（実費弁償の額） 

第３条 実費弁償の額は、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原

市条例第２９号。以下「旅費条例」という。）の規定を準用する。 

（橿原市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例の一部改正） 

第８条 橿原市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例（昭和３６年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

（旅費の額） 

第２条 旅費の額は、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原市条

例第２９号。以下「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の７級の職務にある者に

対して、支給する旅費相当額とする。ただし、旅費条例第１７条第２項の規定は、適用

しないものとする。 

（旅費の額） 

第２条 旅費の額は、橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例（昭和３１年橿原市条

例第２９号。以下「旅費条例」という。）の規定を準用する。 

 

 

理由 国家公務員の旅費制度が改正されることに鑑み、本市における旅費種目及び支給方法の見直し等を行うもの 
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議第５号 

がんばろう橿原！新型コロナ対策基金条例の廃止について 

がんばろう橿原！新型コロナ対策基金条例を廃止する条例を次のように定める。 

   令和７年３月３日提出 

                                                      橿原市長 亀田 忠彦    

がんばろう橿原！新型コロナ対策基金条例を廃止する条例 

 がんばろう橿原！新型コロナ対策基金条例（令和２年橿原市条例第２９号）は、廃止す

る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

理由 当該基金は、全額を取り崩しており、所期の目的が達成されたため廃止するもの 
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議第６号 

橿原市自転車駐車場条例の一部改正について 

橿原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

第１条 橿原市自転車駐車場条例（昭和５７年橿原市条例第１４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、自転車駐車場の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第１２条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 自転車駐車場の使用の許可等に関すること。 

（２） 自転車駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１３条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに橿原市公の施設にお

ける指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年橿原市条例第１４号）の定める

ところに従い、適正に自転車駐車場の管理を行わなければならない。 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第１１条 （略） 

（利用料金） 

第１４条 市長は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、自転車駐車場の使用

に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

２ 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。 

３ 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定め、又は変更したときは、その利用料

金の額を利用者が確認できる方法により周知しなければならない。 

５ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免し、及び還

付することができる。 

（指定管理者に関する読替え） 

第１５条 第１１条の規定により、自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にお

いては、第７条及び第８条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第８条中「その全

部」とあるのは「市長の許可を得てその全部」と、第９条中「市は」とあるのは「指定

管理者は」と読み替える。 

（委任） 

第１６条 （略） 

第２条 橿原市自転車駐車場条例の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 
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改    正    前 改    正    後 

（名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 

（略） 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

別表（第４条関係） 

第２条に規定す

る自転車駐車場 

区分 一時使用料 定期使用料 

種別 （１日１回につき） （１月当たり） 

（名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

１ 屋根有り自転車駐車場 

（略） 

２ 屋根無し自転車駐車場 

名称 位置 

真菅駅前南自転車駐車場 橿原市曽我町１０７０番地の４ 

橿原神宮前駅東口第二自転車駐車場 橿原市久米町６５６番地の５ 

坊城駅前自転車駐車場 橿原市東坊城町２１４番地の４ 

橿原市東坊城町２１０番地の７ 

八木西口駅前東自転車駐車場 橿原市八木町１丁目５４４番地の２ 

３ 自転車置場 

名称 位置 

畝傍駅前自転車置場 橿原市八木町２丁目４３７番地の１０ 

香久山駅前自転車置場 橿原市膳夫町６８６番地の５ 

金橋駅前自転車置場 橿原市曲川町５丁目２７９番地の３ 

岡寺駅前自転車置場 橿原市見瀬町５９２番地の１ 

橿原神宮西口駅前南自転車置場 橿原市西池尻町３７４番地の５ 

耳成駅前自転車置場 橿原市石原田町１４７番地の１ 

別表（第４条関係） 

屋根有り自転車

駐車場 

区分 一時使用料 定期使用料 

種別 （１日１回につき） （１月当たり） 
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改    正    前 改    正    後 

（略） 

歩行補助車及び車いす １００円  

第２条の２に規

定する自転車駐

車場 

区分 一時使用料 定期使用料 

種別 （１日１回につき） （１月当たり） 

（略） 

歩行補助車及び車いす １００円  

  

備考 

１ （略） 

２ 障がい者等が定期使用する場合並びに歩行補助車及び車いすで一時使用する場合の

使用料の額は、この表の各区分に定める使用料に０．５を乗じて得た額（１０円未満

の端数があるときは、その端数を切り上げた額）とする。 

３ （略） 

（略） 

歩行補助車及び車いす 無料  

屋根無し自転車

駐車場及び第２

条の２に規定す

る自転車駐車場 

区分 一時使用料 定期使用料 

種別 （１日１回につき） （１月当たり） 

（略） 

歩行補助車及び車いす 無料  

自転車置場 無料 

備考 

１ （略） 

２ 障がい者等が定期使用する場合の使用料の額は、この表の各区分に定める使用料に

０．５を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額）

とする。 

３ （略） 

 

附 則 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年６月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の橿原市自転車駐車場条例の規定は、第２条の施行の日（以下「第２条施行日」という。）以後の一時使用及び定期使用の開始に係る使用料について適

用し、第２条施行日前の一時使用及び定期使用の開始に係る使用料（第２条施行日前から開始し、施行日を含む使用期間の定期使用に係る使用料を含む。）については、なお従前の

例による。 
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理由 橿原市が設置する自転車駐車場について、指定管理者による管理運営を可能とするため、及び指定管理業務の開始に伴う自転車駐車場の定義の整理等を行うため、所要の改正を

行うもの 
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議第７号 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

   令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （橿原市消防団条例の一部改正） 

第１条 橿原市消防団条例（昭和３１年橿原市条例第７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（欠格事項） （欠格事項） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。 第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。 

（１） 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

（１） 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（橿原市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市職員の分限に関する条例（昭和３１年橿原市条例第１５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（失職の例外） （失職の例外） 

第８条 任命権者は、過失による交通事故に係る罪により、法第１６条第１号の規定に該 第８条 任命権者は、過失による交通事故に係る罪により、法第１６条第１号の規定に該
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改    正    前 改    正    後 

当するに至った職員のうち、禁錮
こ

の刑に処せられ、当該刑の執行が猶予された職員につ

いては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることが

できる。 

当するに至った職員のうち、拘禁刑に処せられ、当該刑の執行が猶予された職員につい

ては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることがで

きる。 

２ （略） ２ （略） 

（橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払

を差し止める処分を行うものとする。 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払

を差し止める処分を行うものとする。 

（１） 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定め

られているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 

（１） 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定

前に退職をしたとき。 

（２） （略） （２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号

のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに、当該支払差止処分を取り消さなけ

ればならない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号

のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに、当該支払差止処分を取り消さなけ

ればならない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者
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改    正    前 改    正    後 

がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その

他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その

他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴

又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場

合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった場合

であって、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又

は当該公訴を提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

（２） 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴

又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた

場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった場

合であって、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日

又は当該公訴を提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

（３） （略） （３） （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した

者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の

一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した

者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の

一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

（１） 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処

せられたとき。 

（１） 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に

処せられたとき。 
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改    正    前 改    正    後 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職

手当等の支給を受けていなければ第１０条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可能

者」という。）であった場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び第１

７条において「失業者退職手当額という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができる。 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職

手当等の支給を受けていなければ第１０条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可能

者」という。）であった場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び第１

７条において「失業者退職手当額という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができる。 

（１） 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられたとき。 

（１） 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の

刑に処せられたとき。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

後において第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ

た後において第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該
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改    正    前 改    正    後 

職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以

上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部

に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

（橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年橿原市条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（期末手当の支給制限等） （期末手当の支給制限等） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する常勤の特別職の職員には、前条第２項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第５号に規定する者にあっては、その支

給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

第５条 次の各号のいずれかに該当する常勤の特別職の職員には、前条第２項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第５号に規定する者にあっては、その支

給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した者（前３号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の

前日までの間に次に掲げる者であった者がそれぞれ次に定める刑に処せられたもの 

（４） 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した者（前３号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の

前日までの間に次に掲げる者であった者がそれぞれ次に定める刑に処せられたもの 

ア 市長 禁錮
こ

以上の刑又は罰金の刑（処せられた場合に被選挙権を有しないことと

なる罰金の刑に限る。） 

ア 市長 拘禁刑以上の刑又は罰金の刑（処せられた場合に被選挙権を有しないこと

となる罰金の刑に限る。） 

イ 市長以外の常勤の特別職の職員 禁錮
こ

以上の刑 イ 市長以外の常勤の特別職の職員 拘禁刑以上の刑 
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改    正    前 改    正    後 

（５） （略） （５） （略） 

（退職手当の支給制限等） （退職手当の支給制限等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 常勤の特別職の職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前

に任期満了したとき、又は退職したときは、退職手当は、支給しない。ただし、次の各

号に掲げる者であった者が当該各号に定める刑に処せられなかった場合は、この限りで

ない。 

２ 常勤の特別職の職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前

に任期満了したとき、又は退職したときは、退職手当は、支給しない。ただし、次の各

号に掲げる者であった者が当該各号に定める刑に処せられなかった場合は、この限りで

ない。 

（１） 市長 禁錮
こ

以上の刑又は罰金の刑（処せられた場合に被選挙権を有しないこと

となる罰金の刑に限る。） 

（１） 市長 拘禁刑以上の刑又は罰金の刑（処せられた場合に被選挙権を有しないこ

ととなる罰金の刑に限る。） 

（２） 市長以外の常勤の特別職の職員 禁錮
こ

以上の刑 （２） 市長以外の常勤の特別職の職員 拘禁刑以上の刑 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

第１５条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し

止めた期末手当）は、支給しない。 

第１５条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し

止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日

（３） 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日
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改    正    前 改    正    後 

の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

（４） 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（４） 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

第１５条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当

の支給を一時差し止めることができる。 

第１５条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当

の支給を一時差し止めることができる。 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項において同じ。）をされ、その判決が確定して

いない場合 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が

定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定

する略式手続によるものを除く。第５項において同じ。）をされ、その判決が確定し

ていない場合 

（２） （略） （２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当す

る場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでない。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当す

る場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでない。 

（１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

（１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 
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改    正    前 改    正    後 

６～８ （略） ６～８ （略） 

（橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第６条 橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年橿原市条例第２８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。 第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。 

（１） 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者 （１） 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

（橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第７条 橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

附 則 附 則 

（橿原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） （橿原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保

有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第１１号アに係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施

５ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保

有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第１１号アに係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施
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改    正    前 改    正    後 

行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 行後に提供したときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

６ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施

機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 

６ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施

機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の

罰金に処する。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行の日から施行する。 

（経過措置）  

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法

律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は

それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。  

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他

の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられ

た者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

５ 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。 
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理由 刑法の一部改正により、懲役及び禁錮が廃止され拘禁刑が創設されたため、所要の改正を行うもの 



1 

議第８号 

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

橿原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（補償基礎額） 

第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１） （略） 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった

場合には９，１００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲内において

これを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消

（補償基礎額） 

第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１） （略） 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった

場合には９，７００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、１４，５００円を超えない範囲内において

これを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消
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改    正    前 改    正    後 

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号又は第３

号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７円を、第

２号に該当する扶養親族については１人につき３３３円を、それぞれ加算して得た額を

もって補償基礎額とする。 

（１）～（６） （略） 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日以後の最初の４月１日から２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間（以下この項において「特定期間」という。）にあ

る子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、１６７円に特定期

間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額を

もって補償基礎額とする。 

別表（第５条関係）補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，５００ 

円 

１３，３５０ 

円 

１４，２００ 

分団長及び副分団長 １０，８００ １１，６５０ １２，５００ 

部長、班長及び団員 ９，１００ ９，９５０ １０，８００ 
 

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該当す

る扶養親族については１人につき１００円を、第２号に該当する扶養親族については１

人につき３８３円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については

１人につき２１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

（１）～（６） （略） 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日以後の最初の４月１日から２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については、前項

の規定にかかわらず、１６７円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た

額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。 

 

別表（第５条関係）補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，９００ 

円 

１３，７００ 

円 

１４，５００ 

分団長及び副分団長 １１，３００ １２，１００ １２，９００ 

部長、班長及び団員 ９，７００ １０，５００ １１，３００ 
 

 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



3 

２ この条例による改正後の橿原市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた橿原

市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金等

（同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年金をいう。以下同じ。）について適用し、施行日前に

支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 

 

理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額について改正

を行うもの 
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議第９号 

橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 

橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年橿原市条例第２８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係）退職報償金支給額表 

階級 勤務年数  

（略） 
３０年以上 

 

 

団長 

 
（略） 

 

副団長 （略）  

分団長 （略）  

副分団長 （略）  

部長及び班長 （略）  

団員 （略）  
 

別表（第２条関係）退職報償金支給額表 

階級 勤務年数 

（略） 
３０年以上 

３５年未満 

３５年以上 

団長 

 
（略） 

千円 

１，０７９ 

副団長 （略） １，００９ 

分団長 （略） ９４９ 

副分団長 （略） ９０９ 

部長及び班長 （略） ８３４ 

団員 （略） ７８９ 
 

 

附 則 
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１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の橿原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、施行日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、施行日前に退職した非

常勤消防団員については、なお従前の例による。 

 

 

理由 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正により、消防団員等公務災害補償等共済基金が市に支払う消防団員退職報償金の勤務年数区分の見直しが行

われたため、所要の改正を行うもの 
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議第１０号 

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市介護保険事業

計画等策定委員会 

 

介護保険事業計画及び老人福祉計

画の内容等についての審議に関す

る事務 

２０人以内

橿原市母子保健推進

協議会 

母子保健計画の実施に必要な事項

についての審議に関する事務 

１０人以内

    （略） 

（略） 
 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市介護保険事業

計画等策定委員会 

 

介護保険事業計画及び老人福祉計

画の内容等についての審議に関す

る事務 

２０人以内

  

    （略） 

（略） 
 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

 （略） 

橿原市休日夜間応急診療所運営委員会 

の委員 

日額 １０,０００ 〃 

橿原市母子保健推進協議会の委員 日額 １０,０００ 〃 

 （略） 

（略） 
 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 

 

 

 （略） 

橿原市休日夜間応急診療所運営委員会 

の委員 

日額 １０,０００ 〃 

   

 （略） 

（略） 
 

 

 

理由 執行機関の附属機関として、会議の位置付けの見直しを行ったため、所要の改正を行うもの 
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議第１１号 

   橿原市国民健康保険税条例の一部改正について 

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

橿原市国民健康保険税条例（昭和３１年橿原市条例第４９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国民健康保険課税被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２２０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２２０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国民健康保険課税被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２４０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２４０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２２０，

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４０，
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改    正    前 改    正    後 

０００円を超える場合には、２２０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。 

０００円を超える場合には、２４０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の橿原市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

理由 地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたため、所要の改正を行うもの 
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議第１２号 

   橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年橿原市条例第２７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

第５章 補則 第５章 補則 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （災害弔慰金等支給審査委員会の設置） 

 第１５条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、橿原

市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 委員会は、委員７人以内で組織し、委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める

者のうちから、必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３ 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第１５条 （略） 第１６条 （略） 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市民生委員推薦会の委員 日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市民生委員推薦会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市災害弔慰金等支給審査委員会の

委員 

日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

 

 

理由 執行機関の附属機関として、新たに橿原市災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため、所要の改正を行うもの 
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議第１３号 

   橿原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について 

橿原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

橿原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例（平成２７年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） （地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 １の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむ

ね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職

員及びその員数は、原則として次のとおりとする。 

第４条 １の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむ

ね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職

員及びその員数（地域包括支援センター運営協議会（橿原市執行機関の附属機関に関す

る条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表に規定する橿原市地域包括支援センター

運営協議会をいう。以下「協議会」という。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援

センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域

包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職

員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を

常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同

じ。）は、原則として次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２ 前項の規定にかかわらず、協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると
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改    正    前 改    正    後 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を１の区域として、当該区

域内の第１号被保険者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置するこ

とにより、当該区域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすもの

とする。この場合において、当該区域内の１の地域包括支援センターに置くべき常勤の

職員及びその員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に１の

地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会

（橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表に規

定する橿原市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。）において認められ

た場合の当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する

区域における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによるこ

とができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に１

の地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合

の当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域に

おける第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることがで

きる。 

担当する区域における第１号被保

険者の数 

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 

おおむね１，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから１人又は２人 

おおむね１，０００人以上２，

０００人未満 

前項各号に掲げる者のうちから２人（うち１人

は、専らその職務に従事する常勤の職員とす

る。） 

おおむね２，０００人以上３， 専らその職務に従事する常勤の前項第１号に掲げ 

担当する区域における第１号被保

険者の数 

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 

おおむね１，０００人未満 第１項各号に掲げる者のうちから１人又は２人 

おおむね１，０００人以上２，

０００人未満 

第１項各号に掲げる者のうちから２人（うち１人

は、専らその職務に従事する常勤の職員とす

る。） 

おおむね２，０００人以上３， 専らその職務に従事する常勤の第１項第１号に掲 
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改    正    前 改    正    後 

０００人未満 る者１人及び専らその職務に従事する常勤の同項

第２号又は第３号に掲げる者のいずれか１人 
 

０００人未満 げる者１人及び専らその職務に従事する常勤の同

項第２号又は第３号に掲げる者のいずれか１人 
 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

理由 介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置が可能となったため、所要の改正を行うもの 
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議第１４号 

   橿原市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 橿原市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 

   令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（橿原市職員定数条例の一部改正） 

第１条 橿原市職員定数条例（昭和３１年橿原市条例第６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（職員の定数） （職員の定数） 

第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長の事務部局の職員 ７８４人 （１） 市長の事務部局の職員 ８０４人 

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略） 

（８） 公営企業の事務部局の職員 ４０人 （８） 公営企業の事務部局の職員 ２０人 

（橿原市防災会議条例の一部改正） 

第２条 橿原市防災会議条例（昭和３８年橿原市条例第１５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（会長及び委員） （会長及び委員） 

第３条 （略） 第３条 （略） 
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改    正    前 改    正    後 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 ５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （７） 奈良県広域水道企業団橿原事務所長 

（７） （略） （８） （略） 

（８） （略） （９） （略） 

６ （略） ６ （略） 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、その前任者の残任期間とする。 

７ 第５項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、その前任者の残任期間とする。 

８ （略） ８ （略） 

（橿原市下水道条例の一部改正） 

第３条 橿原市下水道条例（昭和６３年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（１０） 中間排水 工場その他の事業場（公衆浴場（公衆浴場入浴料金の価格

（昭和３２年奈良県告示第４８７号）に定める入浴料金価格表の適用を受ける

ものに限る。以下同じ。）及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下

（１０） 中間排水 工場その他の事業場（公衆浴場（公衆浴場入浴料金の価格

（昭和３２年奈良県告示第４８７号）に定める入浴料金価格表の適用を受ける

ものに限る。以下同じ。）及び橿原市下水道事業の管理者の権限を行う市長
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改    正    前 改    正    後 

「管理者」という。）が認める公共又は公益関係の業種（収益事業を行う部門

を除く。）を除く。次号において同じ。）から公共下水道に排除される汚水の

うち、その排水量が１月３００立方メートルを超え７５０立方メートル以下の

部分をいう。 

（以下「管理者」という。）が認める公共又は公益関係の業種（収益事業を行

う部門を除く。）を除く。次号において同じ。）から公共下水道に排除される

汚水のうち、その排水量が１月３００立方メートルを超え７５０立方メートル

以下の部分をいう。 

（１１） （略） （１１） （略） 

（排水設備の接続方法及び内径等） （排水設備の接続方法及び内径等） 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうと

するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうと

するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由が

あると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの

断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水

管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 

（３） 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由が

あると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの

断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水

管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 

排水人口（単位 人） 排水管の内径及び勾配 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

排水人口（単位 人） 排水管の内径 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者

が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものと

し、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 

（５） 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者

が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものと

し、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲

げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 
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改    正    前 改    正    後 

排水面積 

（単位 平方メートル） 

排水管の内径及び勾配 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

排水面積 

（単位 平方メートル） 

排水管の内径 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

第１３条 次の各号に定める基準に適合しない汚水（水洗便所から排除される汚

水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはな

らないとされるものを除く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、

除害施設の設置その他の必要な措置をして排除しなければならない。ただし、規

則で定める量の汚水を排除する場合については、次の各号に定める基準のうち規

則で定める項目は適用しない。 

第１３条 次の各号に定める基準に適合しない汚水（水洗便所から排除される汚

水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはな

らないとされるものを除く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、

除害施設の設置その他の必要な措置をして排除しなければならない。ただし、規

則で定める量の汚水を排除する場合については、次の各号に定める基準のうち規

則で定める項目は適用しない。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（１０） 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境

保全条例（平成８年奈良県条例第８号）により流域下水道からの放流水に関す

る排水基準が定められたもの（第５号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌

群数を除く。） 当該排水基準に係る数値 

（１０） 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境

保全条例（平成８年奈良県条例第８号）により流域下水道からの放流水に関す

る排水基準が定められたもの（第５号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌

数を除く。） 当該排水基準に係る数値 

（報告の徴収等） （報告の徴収等） 

第１９条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、

除害施設設置者等、法第１２条の１１に規定する水質測定義務者その他管理者が

必要と認める者からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設若しくはその

排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。 

第１９条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、

除害施設設置者等、法第１２条の１２に規定する水質測定義務者その他管理者が

必要と認める者からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設若しくはその

排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。 

（水洗便所） （水洗便所） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 第７条、第８条及び第１０条の規定は、前項の水洗便所（浄化槽を除く。） ２ 第７条、第８条及び第１０条の規定は、前項の水洗便所（し尿浄化槽を除
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改    正    前 改    正    後 

の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中

「排水設備等の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとす

る。 

く。）の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規

定中「排水設備等の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるもの

とする。 

（汚水排出量の認定） （汚水排出量の認定） 

第２５条 汚水排出量は、次の各号に定めるところにより認定するものとする。 第２５条 汚水排出量は、次の各号に定めるところにより認定するものとする。 

（１） 水道水（橿原市上水道給水条例（昭和３６年橿原市条例第２８号。以下

「給水条例」という。）に基づき給水される水をいう。以下同じ。）を使用し

た場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。 

（１） 水道水（奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の

用水供給に関する条例（令和 年奈良県広域水道企業団条例第 号。以下「給

水条例」という。）に基づき給水される水をいう。以下同じ。）を使用した場

合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 第１項の場合（同項第２号及び第３号の場合に限る。）における汚水排出量

は、奈良県広域水道企業団との間における電気通信回線による電子計算機の結合

により確知し、認定するものとする。この場合において、管理者は、個人情報を

適正に管理するため、必要な措置を講じなければならない。 

（使用料の徴収方法） （使用料の徴収方法） 

第２７条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。 第２７条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。 

（１） 第２５条第１項第１号に該当する場合（水道水及び水道水以外の水を併

用した場合を含む。）の使用料は、給水条例第２９条の水道料金の徴収の例に

より水道料金とともに徴収する。 

（１） 第２５条第１項第１号に該当する場合（水道水及び水道水以外の水を併

用した場合を含む。）の使用料は、給水条例第 条の水道料金の徴収の例によ

り水道料金とともに徴収する。 

（２） 第２５条第１項第２号又は第３号に該当する場合の使用料は、管理者の

定めるところにより徴収する。 

（２） 第２５条第１項第２号又は第３号に該当する場合の使用料は、納入通知

書、口座振替その他の管理者が定める方法により徴収する。ただし、奈良県広



6 

改    正    前 改    正    後 

域水道企業団に委託して当該使用料を徴収する場合は、納入通知書、口座振替

その他の奈良県広域水道企業団が定める方法により徴収するものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（使用料算定の基準） （使用料算定の基準） 

第２８条 使用料は、管理者が定める定例日（給水条例第２３条の規定により水

道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をい

う。）現在における使用水量をもって算定する。 

第２８条 使用料は、管理者が定める定例日（給水条例第 条の規定により水道

水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をい

う。）現在における使用水量をもって算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（占用の許可） （占用の許可） 

第３５条 下水道の敷地又は排水施設（以下「下水道の敷地等」という。）を継

続して占用する工作物その他の物件（以下「占用物件」という。）を設けようと

する者は、規則で定めるところにより次の各号に掲げる事項を記載した申請書を

管理者に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更

しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第３１条第

１項に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

第３５条 下水道の敷地又は排水施設（以下「下水道の敷地等」という。）を継

続して占用する工作物その他の物件（以下「占用物件」という。）を設けようと

する者は、規則で定めるところにより次の各号に掲げる事項を記載した申請書を

管理者に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更

しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第２４条

第１項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（占用許可の基準） （占用許可の基準） 

第３５条の２ 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電

線及び令第１７条の２に規定する物件（以下この条及び次条において「電線等」

という。）の占用に係る前条第１項の申請があった場合においては、その占用が

必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するもので

第３５条の２ 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電

線及び令第１７条の２に規定する物件（以下この条及び次条において「電線等」

という。）の占用に係る前条第１項の申請があった場合においては、その占用が

必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するもので
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改    正    前 改    正    後 

ある場合に限り、当該占用を許可することができる。 ある場合に限り、当該占用を許可することができる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能

に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われ

ること。 

（４） 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能

に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理の下に行われること。 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

（罰則） （罰則） 

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者には、５０，０００円以下の過料を

科する。 

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者には、５０，０００円以下の過料を

科する。 

（１） 第７条（第２０条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

確認を受けないで排水設備又は水洗便所の新設等を行った者 

（１） 第７条（第２０条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

確認を受けないで排水設備等又は水洗便所の新設等を行った者 

（２） 第８条第１項（第２０条第２項及び第３１条第２項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の

工事を行い、又は行わせた者 

（２） 第８条第１項（第２０条第２項及び第３１条第２項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、排水設備等、水洗便所又は排水施設の新設等

の工事を行い、又は行わせた者 

（３） 第８条第２項（第２０条第２項及び第３１条第２項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の

設計若しくは工事の監督管理を行った者 

（３） 第８条第２項（第２０条第２項及び第３１条第２項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、排水設備等、水洗便所又は排水施設の新設等

の設計若しくは工事の監督管理を行った者 

（４）～（１０） （略） （４）～（１０） （略） 

（橿原市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正） 

第４条 橿原市水洗便所改造資金貸付基金条例（昭和６３年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 
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改    正    前 改    正    後 

（貸付けの限度） （貸付けの限度） 

第５条 資金の貸付けは、建築物１戸につき１件とし、１件当たりの貸付限度額

は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行

う市長（以下「管理者」という。）が別に定めるところにより実施する水洗便所

の改造に係る助成制度の適用を受けて、助成金の交付を受けることができる場合

の貸付限度額は、当該各号に掲げる貸付限度額から当該助成金の額を控除した額

とする。 

第５条 資金の貸付けは、建築物１戸につき１件とし、１件当たりの貸付限度額

は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、橿原市下水道事業の管理者の権限

を行う市長（以下「管理者」という。）が別に定めるところにより実施する水洗

便所の改造に係る助成制度の適用を受けて、助成金の交付を受けることができる

場合の貸付限度額は、当該各号に掲げる貸付限度額から当該助成金の額を控除し

た額とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第５条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等） （特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等） 

第８条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２

９号。以下「給与条例」という。）第３条から第４条まで、第７条、第７条の

２、第８条、第８条の３、第１０条から第１２条まで、第１４条、第１４条の

２、第１４条の４及び第１６条の規定（橿原市の上下水道事業職員等の給与の種

類及び基準を定める条例（平成２７年橿原市条例第４８号。以下「水道職員給与

条例」という。）第３条の規定により準用される場合を含む。）は、特定任期付

職員には適用しない。 

第８条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２

９号。以下「給与条例」という。）第３条から第４条まで、第７条、第７条の

２、第８条、第８条の３、第１０条から第１２条まで、第１４条、第１４条の

２、第１４条の４及び第１６条の規定（橿原市の下水道事業職員等の給与の種類

及び基準を定める条例（平成２７年橿原市条例第４８号。以下「下水道職員給与

条例」という。）第３条の規定により準用される場合を含む。）は、特定任期付

職員には適用しない。 
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改    正    前 改    正    後 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定任期付職員に対する水道職員給与条例第２条第３項及び第３条の規定の

適用については、水道職員給与条例第２条第３項中「管理職手当、扶養手当、地

域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

宿日直手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤

勉手当及び退職手当」とあるのは、「地域手当、通勤手当、管理職員特別勤務手

当、期末手当、退職手当、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）第７条第３項の特定任期付職員業績

手当」と、水道職員給与条例第３条中「橿原市の一般職の職員の給与に関する条

例（昭和３２年橿原市条例第２９号）」とあるのは、「橿原市の一般職の職員の

給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）、橿原市一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）」とす

る。 

３ 特定任期付職員に対する下水道職員給与条例第２条第３項及び第３条の規定

の適用については、下水道職員給与条例第２条第３項中「管理職手当、扶養手

当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、宿日直手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフ

ルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）、管理職員特別勤務手当、期末手

当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは、「地域手当、通勤手当、管理職員特別

勤務手当、期末手当、退職手当、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）第７条第３項の特定任期付職

員業績手当」と、下水道職員給与条例第３条中「橿原市の一般職の職員の給与に

関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）」とあるのは、「橿原市の一般職

の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）、橿原市一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０

号）」とする。 

（橿原市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第６条 橿原市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例（平成２７年橿原市条例第４８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

橿原市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例 橿原市の下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規 第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規
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改    正    前 改    正    後 

定に基づき、本市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定めることを目的とす

る。 

定に基づき、本市の下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定めることを目的とす

る。 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８

条第１項及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０

年条例第２０号）第４条の規定により採用された任期付短時間勤務職員を含む。）に対

する給与は、給料及び手当とする。 

第２条 下水道事業職員で常時勤務を要するもの（地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条

第１項及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年

条例第２０号）第４条の規定により採用された任期付短時間勤務職員を含む。）に対す

る給与は、給料及び手当とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（非常勤の職員に対する給与の種類及び基準） （非常勤の職員に対する給与の種類及び基準） 

第４条 非常勤の特別職の職員である上下水道事業職員に対する給与の種類及び基準は、

橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例

第９号）の規定を準用する。 

第４条 非常勤の特別職の職員である下水道事業職員に対する給与の種類及び基準は、橿

原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第

９号）の規定を準用する。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員である上下水道事業職

員に対する給与の種類及び基準は、橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等

に関する条例（平成２３年橿原市条例第１６号）の規定を準用する。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員である下水道事業職員

に対する給与の種類及び基準は、橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に

関する条例（平成２３年橿原市条例第１６号）の規定を準用する。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、橿原市上下水道事業の管理者の権限を行う

市長が規程で定める。 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、橿原市下水道事業の管理者の権限を行う市

長が規程で定める。 

（橿原市上水道給水条例の廃止） 

第７条 橿原市上水道給水条例（昭和３６年橿原市条例第２８号）は、廃止する。 
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附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

理由 橿原市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行等に伴い、所要の改正を行うもの 
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議第１５号 

橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係） 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

５６の５ 予定道路に係

る建築物の敷地と道路と

の関係の特例許可申請手

数料 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

５６の５ 予定道路に係

る建築物の敷地と道路と

の関係の特例許可申請手

数料 

（略） （略） 

５６の６ 建築物の敷地

と道路との関係に関する

制限の適用除外となる大

規模の修繕又は大規模の

模様替に係る認定申請手

数料 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号）１３７条の１２第６項の規定に基づ

く大規模の修繕又は大規模の模様替に係る

認定の申請に対する審査 

１件につき ２

７，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

  

５７ 建築物に関する確

認申請又は計画通知手数

料（構造計算適合性判定

が必要な場合における構

造計算適合性判定手数料

を除く。） 

建築基準法第６条

第１項（同法第８

７条第１項におい

て準用する場合を

含む。）の規定に

基づく建築物に関

する確認の申請又

は同法第１８条第

２項（同法第８７

条第１項において

準用する場合を含

む。）の規定に基

づく建築物に関す

る計画の通知に対

する審査 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

６，０００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、１

０，０００円） 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２

５，０００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、１

５，０００円） 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

７，０００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、２

１，０００円） 

２００平方メ

ートルを超

１件につき ５

５，０００円（た

５６の７ 道路内の建築

制限の適用除外となる大

規模の修繕又は大規模の

模様替に係る認定申請手

数料 

建築基準法施行令１３７条の１２第７項の

規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模

様替に係る認定の申請に対する審査 

１件につき ２

７，０００円 

５７ 建築物に関する確

認申請又は計画通知手数

料（構造計算適合性判定

が必要な場合における構

造計算適合性判定手数料

を除く。） 

建築基準法第６条

第１項（同法第８

７条第１項におい

て準用する場合を

含む。）の規定に

基づく建築物に関

する確認の申請又

は同法第１８条第

２項（同法第８７

条第１項において

準用する場合を含

む。）の規定に基

づく建築物に関す

る計画の通知に対

する審査 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ２

３，２００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、１

６，５００円） 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ３

６，３００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、２

４，３００円） 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ５

４，２００円（た

だし、構造計算書

がない場合は、３

５，１００円） 

２００平方メ

ートルを超

１件につき ８

１，１００円（た



3 

改    正    前 改    正    後 

え、５００平

方メートル以

内のもの 

だし、構造計算書

がない場合は、２

７，０００円） 

 

 

 

 

 

 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ９

２，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １２

０，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

１件につき ２３

０，０００円 

え、３００平

方メートル以

内のもの 

だし、構造計算書

がない場合は、４

７，３００円） 

３００平方メ

ートルを超

え、５００平

方メートル以

内のもの 

１件につき １０

１，０００円 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき １５

０，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ２１

７，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

１件につき ３７

０，０００円 



4 

改    正    前 改    正    後 

００平方メー

トル以内のも

の 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２７

０，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ４１

０，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ６６

０，０００円 

備考 （略）    

５８ 建築設備に関する

確認申請又は計画通知手

数料 

建築基準法第６条第１

項の規定に基づく確認

の申請に係る計画に同

建築設備を設置す

る場合（次欄に掲

げる場合を除

１件につき １

３，０００円 

（小荷物専用昇降

００平方メー

トル以内のも

の 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ４４

０，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ６６

１，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ９８

３，０００円 

備考 （略）    

５８ 建築設備に関する

確認申請又は計画通知手

数料 

建築基準法第６条第１

項の規定に基づく確認

の申請に係る計画に同

建築設備を設置す

る場合（次欄に掲

げる場合を除

１件につき １

５，１００円 

（小荷物専用昇降



5 

改    正    前 改    正    後 

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇

降機に関する確認若し

くは同条において準用

する同法第６条第１項

の規定に基づく建築設

備に関する確認の申請

又は同法第１８条第２

項の規定に基づく計画

の通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇

降機に関する通知若し

くは同条において準用

する同法第１８条第２

項の規定に基づく建築

設備に関する計画の通

知に対する審査 

く。） 機については、

７，０００円） 

確認を受けた建築

設備の計画を変更

して建築設備を設

置する場合 

１件につき ８，

０００円 

（小荷物専用昇降

機については、

５，０００円） 

５９ 工作物に関する確

認申請又は計画通知手数

建築基準法第８８条第

１項若しくは第２項に

工作物を築造する

場合（次欄に掲げ

１件につき １

２，０００円 

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇

降機に関する確認若し

くは同条において準用

する同法第６条第１項

の規定に基づく建築設

備に関する確認の申請

又は同法第１８条第２

項の規定に基づく計画

の通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇

降機に関する通知若し

くは同条において準用

する同法第１８条第２

項の規定に基づく建築

設備に関する計画の通

知に対する審査 

く。） 機については、

８，５００円） 

確認を受けた建築

設備の計画を変更

して建築設備を設

置する場合 

１件につき ９，

９００円 

（小荷物専用昇降

機については、

６，７００円） 

５９ 工作物に関する確

認申請又は計画通知手数

建築基準法第８８条第

１項若しくは第２項に

工作物を築造する

場合（次欄に掲げ

１件につき １

３，０００円 



6 

改    正    前 改    正    後 

料 おいて準用する同法第

６条第１項の規定に基

づく工作物に関する確

認の申請又は同法第１

８条第２項の規定に基

づく工作物に関する計

画の通知に対する審査 

る場合を除く。） 

確認を受けた工作

物の計画を変更を

して工作物を築造

する場合 

１件につき ７，

０００円 

６０ 建築物に関する完

了検査申請又は完了検査

通知手数料 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

又は同法第１８条

第２０項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査の通

知に対する検査

（６０の２の項に

係るものを除

く。） 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

４，０００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき １

７，０００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２

３，０００円 

２００平方メ

ートルを超

１件につき ３

４，０００円 

料 おいて準用する同法第

６条第１項の規定に基

づく工作物に関する確

認の申請又は同法第１

８条第２項の規定に基

づく工作物に関する計

画の通知に対する審査 

る場合を除く。） 

確認を受けた工作

物の計画を変更を

して工作物を築造

する場合 

１件につき ８，

４００円 

６０ 建築物に関する完

了検査申請又は完了検査

通知手数料 

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

又は同法第１８条

第２０項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査の通

知に対する検査

（６０の２の項に

係るものを除

く。） 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ２

１，４００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２

５，９００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

５，１００円 

２００平方メ

ートルを超

１件につき ５

１，６００円 



7 

改    正    前 改    正    後 

え、５００平

方メートル以

内のもの 

 

 

 

 

 

 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ５

４，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ７

５，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

１件につき １３

０，０００円 

え、３００平

方メートル以

内のもの 

３００平方メ

ートルを超

え、５００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ６

５，１００円 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ９

０，７００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １３

２，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

１件につき ２１

６，０００円 



8 

改    正    前 改    正    後 

００平方メー

トル以内のも

の 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき １７

０，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２４

０，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ４５

０，０００円 

備考 （略）    

６０の２ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

を受けた建築物に関する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００平方メー

トル以内のも

の 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２８

５，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３９

２，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ６８

５，０００円 

備考 （略）    

６０の２ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

を受けた建築物に関する

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律

床面積の

合計 

２００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応



9 

改    正    前 改    正    後 

完了検査申請又は完了検

査通知手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了検査申請又は完了検

査通知手数料 

（平成２７年法律

第５３号）第１１

条第１項に規定す

る建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受けた計画

による建築物（同

法及び都市の低炭

素化の促進に関す

る法律（平成２４

年法律第８４号）

の規定により適合

判定通知書の交付

を受けたとみなさ

れる者が新築等を

しようとする建築

物を含む。６３の

２の項において同

じ。）に関する建

築基準法７条第１

項の規定に基づく

完了検査の申請又

じ、それぞれの定

める手数料の額に

８，１００円を加

算した額 

２００平方メ

ートルを超え

るもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

８，４００円を加

算した額 



10 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第１２条第２項に

規定する建築物エ

ネルギー消費性能

適合性判定を受け

た建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画による建築物に

関する建築基準法

第１８条第２０項

の規定に基づく完

了検査の通知に対

する検査（以下こ

の項において「省

エネ基準に係る完

了検査」とい

う。）のうち、単

位住戸（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省



11 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令（平成２８年経

済産業省・国土交

通省令第１号。以

下この項、７１の

項、７３の項、７

４の２の項、７４

の３の項、７５の

項及び７７の項に

おいて「基準省

令」という。）第

１条第１項第２号

イ（１）に規定す

る単位住戸をい

う。）の数が１で

ある住宅、以下こ

の項、６３の２の

項、７１の項、７

３の項、７４の２

の項、７４の３の

項、７５の項及び

７７の項において

「一戸建ての住



12 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅」という。）に

係る検査（以下こ

の項において「戸

建住宅に係る省エ

ネ検査」とい

う。） 

省エネ基準に係る

完了検査のうち、

一戸建ての住宅以

外の住宅（以下こ

の項、７１の項、

７３の項、７４の

２の項、７４の３

の項、７５の項及

び７７の項におい

て「共同住宅」と

いう。）に係る検

査（以下この項に

おいて「共同住宅

に係る省エネ検

査」という。） 

床面積の

合計 

３００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１３，０００円を

加算した額 

３００平方メ

ートルを超

え、２，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２８，０００円を

加算した額 

２，０００平

方メートルを

１件につき６０の

項に掲げる床面積



13 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

４７，１００円を

加算した額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６９，０００円を

加算した額 

１０，０００

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２３，０００円

を加算した額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律

（平成２７年法律

第５３号）第１２

条第１項に規定す

る建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受けた計画

による建築物（同

法及び都市の低炭

床面積の

合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０，０００平

方メートル以

内のもの 

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２０５，０００円

を加算した額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

３５６，０００円

を加算した額 

省エネ基準に係る

完了検査のうち、

基準省令第１条第

１項第１号に規定

する非住宅部分

（以下この項、６

３の２の項、７１

の項、７３の項、

７４の２の項、７

４の３の項、７５

の項及び７７の項

床面積の

合計 

３００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

４９，５００円

（工場、危険物の

貯蔵又は処理に供

するもの、水産物

の増殖場又は養殖

場、倉庫、卸売市



15 

改    正    前 改    正    後 

素化の促進に関す

る法律（平成２４

年法律第８４号）

の規定により適合

判定通知書の交付

を受けたとみなさ

れる建築による建

築物を含む。）に

係る建築基準法第

７条第１項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

申請又は建築物の

エネルギー消費性

能の向上等に関す

る法律第１３条第

２項に規定する建

築物エネルギー消

費性能適合性判定

を受けた計画によ

る建築物に係る建

築基準法第１８条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００平方メ

ートル以上

１，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６０，０００円

（工場、危険物の

貯蔵又は処理に供

において「非住宅

部分」という。）

に係る検査（以下

この項において

「非住宅部分に係

る省エネ検査」と

いう。） 

場、火葬場、と畜

場、汚水処理場、

ごみ処理場その他

エネルギーの使用

状況がこれらに類

するもの（以下こ

の項、６３の２の

項、７４の２の項

及び７４の３の項

において「工場

等」という。）で

ある場合は、１

４，２００円）を

加算した額 

３００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６１，６００円

（工場等である場

合は、１８，００
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改    正    前 改    正    後 

第２０項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査の通

知に対する検査 

 

 

するもの、水産物

の増殖場又は養殖

場、倉庫、卸売市

場、火葬場、と畜

場、汚水処理場、

ごみ処理場その他

エネルギーの使用

状況がこれらに類

するもの（以下こ

の項、６３の２の

項、７４の２の項

及び７４の３の項

において「工場

等」という。）で

ある場合は、１

７，０００円）を

加算した額 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

０円）を加算した

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に
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改    正    前 改    正    後 

の ７８，０００円

（工場等である場

合は、２２，００

０円）を加算した

額 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２５，０００円

（工場等である場

合は、５２，００

０円）を加算した

額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１６２，０００円

（工場等である場

の ７９，９００円

（工場等である場

合は、２３，９０

０円）を加算した

額 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２７，０００円

（工場等である場

合は、５３，６０

０円）を加算した

額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１６４，０００円

（工場等である場
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改    正    前 改    正    後 

合は、７７，００

０円）を加算した

額 

１０，０００

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１９４，０００円

（工場等である場

合は、９５，００

０円）を加算した

額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２２７，０００円

（工場等である場

合は、１１７，０

００円）を加算し

合は、７８，５０

０円）を加算した

額 

１０，０００

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１９６，０００円

（工場等である場

合は、９６，５０

０円）を加算した

額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２２９，０００円

（工場等である場

合は、１１９，０

００円）を加算し
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改    正    前 改    正    後 

た額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２９４，０００円

（工場等である場

合は、１６１，０

００円）を加算し

た額 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき６０の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２９６，０００円

（工場等である場

合は、１６３，０

００円）を加算し

た額 

省エネ基準に係る完了検査のうち、一戸建

ての住宅及び非住宅部分に係る検査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

に係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 

（２） 非住宅部

分係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

省エネ基準に係る完了検査のうち、共同住

宅及び非住宅部分に係る検査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

に係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 

（２） 非住宅部

分係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 

 備考 この項の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適

合性判定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 

６０の３ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

を行うことが比較的容易

な特定建築行為に係る建

築物に関する完了検査申

請又は完了検査通知手数

料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項ただし書の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能適合性判

定を行うことが比較的容易な特定建築行為

に係る建築基準法第７条第１項の規定に基

づく完了検査の申請又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律第１２条

第２項ただし書の規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定を行うことが比

１件につき６０の

２の項に掲げる手

数料の額と同一の

金額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

（略） 

６３ 中間検査を経た建

築物に関する完了検査申

請又は完了検査通知手数

料 

建築基準法第７条

の３第１項の特定

工程に係る建築物

についての同法第

７条第１項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

申請又は同法第１

８条第２０項の規

定に基づく建築物

に関する完了検査

の通知に対する検

査（６３の２の項

に係るものを除

く。） 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

２，０００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき １

６，０００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２

１，０００円 

２００平方メ

ートルを超

え、５００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

１，０００円 

較的容易な特定建築行為に係る建築物に関

する建築基準法第１８条第２０項の規定に

基づく完了検査の通知に対する審査 

（略） 

６３ 中間検査を経た建

築物に関する完了検査申

請又は完了検査通知手数

料 

建築基準法第７条

の３第１項の特定

工程に係る建築物

についての同法第

７条第１項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

申請又は同法第１

８条第２０項の規

定に基づく建築物

に関する完了検査

の通知に対する検

査（６３の２の項

に係るものを除

く。） 

床面積の

合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

８，３００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２

４，４００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

２，１００円 

２００平方メ

ートルを超

え、３００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ４

７，４００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ４

８，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ６

９，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １２

０，０００円 

３００平方メ

ートルを超

え、５００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ５

９，４００円 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ８

０，７００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １２

１，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ２０

０，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき １６

０，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２３

０，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ４４

０，０００円 

備考 （略）    

６３の２ 中間検査を経

た建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けた

建築物に関する完了検査

申請又は完了検査通知手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２６

８，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３７

５，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ６７

０，０００円 

備考 （略）    

６３の２ 中間検査を経

た建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けた

建築物に関する完了検査

申請又は完了検査通知手

数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第

１１条第１項に規

定する建築物エネ

ルギー消費性能適

床面積の

合計 

２００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

８，１００円を加
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合性判定を受けた

建築物エネルギー

消費性能確保計画

による建築物に関

する建築基準法第

７条の３第１項の

特定工程に係る建

築物についての同

法第７条第１項の

規定に基づく建築

物に関する完了検

査の申請又は建築

物のエネルギー消

費性能の向上等に

関する法律第１２

条第２項に規定す

る建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受けた建築

物エネルギー消費

性能確保計画によ

る建築物に関する

算した額 

２００平方メ

ートルを超え

るもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

８，４００円を加

算した額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第１８

条第２０項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

通知に対する検査

（以下この項にお

いて「省エネ基準

に係る完了検査」

という。）のう

ち、一戸建ての住

宅に係る検査（以

下この項において

「戸建住宅に係る

省エネ検査」とい

う。） 

省エネ基準に係る

完了検査のうち、

共同住宅に係る検

査（以下この項に

おいて「共同住宅

に係る省エネ検

査」という。） 

床面積の

合計 

３００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１３，０００円を

加算した額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３００平方メ

ートルを超

え、２，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２８，０００円を

加算した額 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

４７，１００円を

加算した額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６９，０００円を

加算した額 

１０，０００ １件につき６３の
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

床面積の

合計 

 

 

 

 

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２３，０００円

を加算した額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のも 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２０５，０００円

を加算した額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

３５６，０００円

を加算した額 

省エネ基準に係る

完了検査のうち、

床面積の

合計 

３００平方メ

ートル以内の

１件につき６３の

項に掲げる床面積
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改    正    前 改    正    後 

等に関する法律第

１２条第１項に規

定する建築物エネ

ルギー消費性能適

合性判定を受けた

計画による建築物

（同法及び都市の

低炭素化の促進に

関する法律の規定

により適合判定通

知書の交付を受け

たとみなされる建

築による建築物を

含む。）に係る建

築基準法第７条の

３第１項の特定工

程に係る建築物に

ついての同法第７

条第１項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査の申

請又は建築物のエ

   

 

 

 

 

 

 

 

３００平方メ

ートル以上

１，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６０，０００円

（工場等である場

合は、１７，００

０円）を加算した

額 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

非住宅部分に係る

検査（以下この項

において「非住宅

部分に係る省エネ

検査」という。） 

もの の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

４９，５００円

（工場等である場

合は、１４，２０

０円）を加算した

額 

３００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

６１，６００円

（工場等である場

合は、１８，００

０円）を加算した

額 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定
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改    正    前 改    正    後 

ネルギー消費性能

の向上等に関する

法律第１３条第２

項に規定する建築

物エネルギー消費

性能適合性判定を

受けた計画による

建築物に係る建築

基準法第１８条第

２０項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の通知

に対する検査 

トル以内のも

の 

める手数料の額に

７８，０００円

（工場等である場

合は、２２，００

０円）を加算した

額 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２５，０００円

（工場等である場

合は、５２，００

０円）を加算した

額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１６２，０００円

トル以内のも

の 

める手数料の額に

７９，９００円

（工場等である場

合は、２３，９０

０円）を加算した

額 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１２７，０００円

（工場等である場

合は、５３，６０

０円）を加算した

額 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１６４，０００円
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改    正    前 改    正    後 

（工場等である場

合は、７７，００

０円）を加算した

額 

１０，０００

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１９４，０００円

（工場等である場

合は、９５，００

０円）を加算した

額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２２７，０００円

（工場等である場

合は、１１７，０

（工場等である場

合は、７８，５０

０円）を加算した

額 

１０，０００

平方メートル

を超え、２

５，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

１９６，０００円

（工場等である場

合は、９６，５０

０円）を加算した

額 

２５，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２２９，０００円

（工場等である場

合は、１１９，０
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改    正    前 改    正    後 

００円）を加算し

た額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２９４，０００円

（工場等である場

合は、１６１，０

００円）を加算し

た額 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００円）を加算し

た額 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき６３の

項に掲げる床面積

の合計の区分に応

じ、それぞれの定

める手数料の額に

２９６，０００円

（工場等である場

合は、１６３，０

００円）を加算し

た額 

省エネ基準に係る完了検査のうち、一戸建

ての住宅及び非住宅部分に係る検査 

一件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

に係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 

（２） 非住宅部

分に係る省エネ検

査に掲げる手数料
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

備考 床面積の合計は、建築物エネルギー

消費性能適合性判定に係る建築物の部分の

床面積（増築等をする場合にあって、当該

増築等に係る建築物について基準省令第１

条第１項第１号ただし書に規定する国土交

通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価

できる方法と認める方法により一次エネル

ギー消費量に係る計算を要しない既存部分

があるときは、当該既存部分の床面積を除

いた床面積）について算定する。 

 

の額 

省エネ基準に係る完了検査のうち、共同住

宅及び非住宅部分に係る検査 

一件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

に係る省エネ検査

に掲げる手数料の

額 

（２） 非住宅部

分に係る省エネ検

査に掲げる手数料

の額 

備考 この項の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適

合性判定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 
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改    正    前 改    正    後 

（略） 

６５ 建築物に関する中

間検査申請又は中間検査

通知手数料 

建築基準法第７条

の３第１項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請又は同法第１

８条第２８項の規

定に基づく建築物

に関する中間検査

の通知に対する検

査 

中間検査

を行う部

分の床面

積の合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

３，０００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき １

６，０００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２

１，０００円 

２００平方メ

ートルを超

え、５００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

１，０００円 

 

 

 

 

 

（略） 

６５ 建築物に関する中

間検査申請又は中間検査

通知手数料 

建築基準法第７条

の３第１項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請又は同法第１

８条第２８項の規

定に基づく建築物

に関する中間検査

の通知に対する検

査 

中間検査

を行う部

分の床面

積の合計 

３０平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １

９，８００円 

３０平方メー

トルを超え、

１００平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき ２

４，４００円 

１００平方メ

ートルを超

え、２００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ３

２，１００円 

２００平方メ

ートルを超

え、３００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ４

７，１００円 

３００平方メ

ートルを超

え、５００平

１件につき ５

９，４００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ５

１，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき ６

９，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １１

０，０００円 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

１件につき １６

０，０００円 

方メートル以

内のもの 

５００平方メ

ートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

１件につき ８

５，７００円 

１，０００平

方メートルを

超え、２，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １２

１，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え、５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件につき １８

３，０００円 

５，０００平

方メートルを

超え、１０，

１件につき ２６

８，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ２５

０，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ５１

０，０００円 

（略） 

７１ 低炭素建築物新築

等計画認定申請手数料 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査（７２の項に係

るものを除く。以下この項

において同じ。）のうち、

一戸建ての住宅であって基

準省令第１０条第１項第２

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４０，

２００円（建築基

準法第６条の２第

１項又は第７条の

２第１項の規定に

よる指定を受けた

指定確認検査機

関、建築物のエネ

ルギー消費性能の

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１０，０００

平方メートル

を超え、５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

１件につき ４０

８，０００円 

５０，０００

平方メートル

を超えるもの 

１件につき ７７

７，０００円 

（略） 

７１ 低炭素建築物新築

等計画認定申請手数料 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査（７２の項に係

るものを除く。以下この項

において同じ。）のうち、

一戸建ての住宅であって基

準省令第１０条第１項第２

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４１，

１００円（建築基

準法第６条の２第

１項又は第７条の

２第１項の規定に

よる指定を受けた

指定確認検査機

関、建築物のエネ

ルギー消費性能の
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改    正    前 改    正    後 

号イ（１）及び同号ロ

（１）の基準（以下この

項、７３の項、７５の項及

び７７の項において「誘導

性能基準」という。）を用

いたものに係る審査（以下

この項において「戸建住宅

標準審査」という。） 

向上等に関する法

律第１５条第１項

に規定する登録建

築物エネルギー消

費性能判定機関又

は住宅の品質確保

の促進等に関する

法律第５条第１項

に規定する登録住

宅性能評価機関に

より、都市の低炭

素化の促進に関す

る法律第５４条第

１項各号に掲げる

基準に適合すると

認められた計画

（以下この項及び

７３の項において

「低炭素建築物適

合計画」とい

う。）である場合

にあっては、６，

号イ（１）及び同号ロ

（１）の基準（以下この

項、７３の項、７５の項及

び７７の項において「誘導

性能基準」という。）を用

いたものに係る審査（以下

この項において「戸建住宅

標準審査」という。） 

向上等に関する法

律第１４条第１項

に規定する登録建

築物エネルギー消

費性能判定機関又

は住宅の品質確保

の促進等に関する

法律第５条第１項

に規定する登録住

宅性能評価機関に

より、都市の低炭

素化の促進に関す

る法律第５４条第

１項各号に掲げる

基準に適合すると

認められた計画

（以下この項及び

７３の項において

「低炭素建築物適

合計画」とい

う。）である場合

にあっては、７，
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改    正    前 改    正    後 

７００円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４４，

３００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１０条第１項第２号イ

（２）及び同号ロ（２）の

基準（以下この項、７３の

項、７５の項及び７７の項

において「誘導仕様基準」

という。）を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「戸建住宅仕様審査」

という。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２４，

５００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

２００円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４５，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１０条第１項第２号イ

（２）及び同号ロ（２）の

基準（以下この項、７３の

項、７５の項及び７７の項

において「誘導仕様基準」

という。）を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「戸建住宅仕様審査」

という。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３，

８００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２５，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づ 

く低炭素建築物新築等計画

の認定の申請に対する審査

のうち、一戸建ての住宅以

外の住宅（以下この項、７

３の項、７５の項、７７の

項及び７９の項において

「共同住宅」という。）で

あって、誘導性能基準を用

いたものに係る審査（以下

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７５，

８００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１１，５００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

３，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２２，４

００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

てに係る審査であって、戸

建住宅標準審査及び戸建住

宅仕様審査以外の審査（以

下この項において「戸建住

宅併用審査」という。） 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（１）

の基準を用い

たもの 

戸建住宅標準審査

に掲げる手数料の

額 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（２）

の基準を用い

たもの 

戸建住宅仕様審査

に掲げる手数料の

額 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、いずれかの住

戸について誘導性能基準を

用いたものに係る審査（以

下この項において「共同住

宅標準審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７７，

０００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１２，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２３，１

００円） 
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改    正    前 改    正    後 

この項において「共同住宅

標準審査」という。） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４７，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

１件につき１，０

０６，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４８，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

１件につき１，０

１８，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合
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改    正    前 改    正    後 

０平方メート

ル未満のもの 

にあっては、２０

２，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

４４，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、３０

５，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、誘導仕様基準

を用いたものに係る審査

（以下この項において「共

同住宅仕様審査」とい

う。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８，

９００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１１，５００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６４，

０００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、２２，４００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

１件につき１１

１，０００円（低

０平方メート

ル未満のもの 

にあっては、２０

４，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

６６，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、３０

９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、全ての住戸に

ついて誘導仕様基準を用い

たものに係る審査（以下こ

の項において「共同住宅仕

様審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３９，

７００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１２，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６４，

６００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、２３，１００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

１件につき１１

２，０００円（低
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改    正    前 改    正    後 

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４７，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

９，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０２，

０００円） 

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４８，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３０

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０４，

０００円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８２

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０５，

０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

８，０００円（低

炭素建築物適合計

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８８

４，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０９，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅に係る審査であって、共

同住宅標準審査及び共同住

宅仕様審査以外の審査（以

下この項において「共同住

宅併用審査」という。） 

いずれかの住

戸について基

準省令第１０

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

もの 

共同住宅標準審査

に掲げる手数料の

額 

全ての住戸に

ついて基準省

令第１０条第

１項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの 

共同住宅仕様審査

に掲げる手数料の

額 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２４

１，０００円（低

炭素建築物適合計
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改    正    前 改    正    後 

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、建築物

のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１１条

第１項に規定する非住宅部

分（以下この項、７３の

項、７４の２の項、７４の

３の項、７５の項、７７の

項及び７９の項において

「非住宅部分」という。）

であって、基準省令第１０

条第１項第１号イ（１）及

び同号ロ（１）の基準（以

下この項、７３の項、７５

の項及び７７の項において

「標準入力法」という。）

を用いたものに係る審査

（以下この項において「非

住宅標準審査」という。） 

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１８，７

００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３８

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２９，３

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５４

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が５， １件につき６６

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、基準省令第

１０条第１項第１号イ

（１）及び同号ロ（１）の

基準（以下この項、７３の

項、７５の項及び７７の項

において「標準入力法」と

いう。）を用いたものに係

る審査（以下この項におい

て「非住宅標準審査」とい

う。） 

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき３０

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１９，３

００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３８

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０，０

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５４

９，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が５， １件につき６７
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改    正    前 改    正    後 

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３２，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０７，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

１７，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２８

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７９

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６８，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９０

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２１０，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

３１，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２９
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９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、基準省令第

１０条第１項第１号イ

（２）及び同号ロ（２）の

基準（以下この項、７３の

項、７５の項及び７７の項

において「モデル建物法」

という。）を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「非住宅モデル審査」

という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９４，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１１，５００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１１

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１８，７

００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１５

４，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２９，３

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

１件につき２４

７，０００円（低

炭素建築物適合計

３，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、基準省令第

１０条第１項第１号イ

（２）及び同号ロ（２）の

基準（以下この項、７３の

項、７５の項及び７７の項

において「モデル建物法」

という。）を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「非住宅モデル審査」

という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９５，

７００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１２，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

０，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１９，３

００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１５

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０，０

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

１件につき２５

０，０００円（低

炭素建築物適合計
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５，０００平

方メートル未

満のもの 

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３２，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８

４，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

０，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０７，

０００円） 

床面積が５ １件につき５８

５，０００平

方メートル未

満のもの 

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８

９，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６８，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２１０，

０００円） 

床面積が５ １件につき５８
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０，０００平

方メートル以

上のもの 

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２８９，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） （略） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

共同住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

０，０００平

方メートル以

上のもの 

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２９３，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

共同住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 
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（２） （略） 

（略） 

７３ 低炭素建築物新築

等計画変更認定申請手数

料 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査（７４の項に係るものを

除く。以下この項において

同じ。）のうち、一戸建て

の住宅であって、誘導性能

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「戸建住宅標準審査」とい

う。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４０，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４４，

３００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

（２） （略） 

（略） 

７３ 低炭素建築物新築

等計画変更認定申請手数

料 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査（７３の２の項に係るも

のを除く。以下この項にお

いて同じ。）のうち、一戸

建ての住宅であって、誘導

性能基準を用いたものに係

る審査（以下この項におい

て「戸建住宅標準審査」と

いう。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４１，

１００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４５，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３，

８００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 
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査（７４の項に係るものを

除く。以下この項において

同じ。）のうち、一戸建て

の住宅であって、誘導仕様

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「戸建住宅仕様審査」とい

う。） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２４，

５００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、６，７００

円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

床面積が３０

０平方メート

１件につき７５，

８００円（低炭素

査のうち、一戸建ての住宅

であって誘導仕様基準を用

いたものに係る審査（以下

この項において「戸建住宅

仕様審査」という。） 

 

 

 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２５，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、７，２００

円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、一戸建ての住宅

に係る審査であって、戸建

住宅標準審査及び戸建住宅

仕様審査以外の審査（以下

この項において「戸建住宅

併用審査」という。） 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（１）

の基準を用い

たもの 

戸建住宅標準審査

に掲げる手数料の

額 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（２）

の基準を用い

たもの 

戸建住宅仕様審査

に掲げる手数料の

額 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

床面積が３０

０平方メート

１件につき７７，

０００円（低炭素
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おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、誘導性能基準を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「共同住宅標準

審査」という。） 

ル未満のもの 建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１１，５００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

３，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２２，４

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４７，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、いずれかの住戸につい

て誘導性能基準を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「共同住宅標準審

査」という。） 

ル未満のもの 建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１２，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２３，１

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４８，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 
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床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

０６，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２０

２，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

４４，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、３０

５，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８，

９００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

１８，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２０

４，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

６６，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、３０

９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３９，

７００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって
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改    正    前 改    正    後 

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、誘導仕様基準を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「共同住宅仕様

審査」という。） 

は、１１，５００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６４，

０００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、２２，４００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１１

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４７，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が１

０，０００平

１件につき２９

９，０００円（低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、全ての住戸について誘

導仕様基準を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「共同住宅仕様審査」

という。） 

は、１２，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６４，

６００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、２３，１００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１１

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、４８，７

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が１

０，０００平

１件につき３０

２，０００円（低
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改    正    前 改    正    後 

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０２，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８２

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０５，

０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０４，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８８

４，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０９，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

いずれかの住

戸について基

準省令第１０

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

共同住宅標準審査

に掲げる手数料の

額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

って、標準入力法を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「非住宅標準審

査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積３００

平方メートル

以上１，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１８，７

００円） 

床面積１，０

００平方メー

トル以上２，

１件につき３８

１，０００円（低

炭素建築物適合計

査のうち、共同住宅に係る

審査であって、共同住宅標

準審査及び共同住宅仕様審

査以外の審査（以下この項

において「共同住宅併用審

査」という。） 

もの 

全ての住戸に

ついて基準省

令第１０条第

１項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの 

共同住宅仕様審査

に掲げる手数料の

額 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

って、標準入力法を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「非住宅標準審

査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２４

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積３００

平方メートル

以上１，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３０

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１９，３

００円） 

床面積１，０

００平方メー

トル以上２，

１件につき３８

６，０００円（低

炭素建築物適合計
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改    正    前 改    正    後 

０００平方メ

ートル未満の

もの 

画である場合にあ

っては、２９，３

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５４

２，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき６６

６，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３２，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６６，

０００円） 

床面積が２ １件につき８９

０００平方メ

ートル未満の

もの 

画である場合にあ

っては、３０，０

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５４

９，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき６７

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７９

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１６８，

０００円） 

床面積が２ １件につき９０
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改    正    前 改    正    後 

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０７，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

１７，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２８

９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

って、モデル建物法を用い

たものに係る審査（以下こ

の項において「非住宅モデ

ル審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９４，

２００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１１，５００

円） 

床面積３００

平方メートル

以上１，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１１

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１８，７

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２１０，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

３１，０００円

（低炭素建築物適

合計画である場合

にあっては、２９

３，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項に

おいて準用する同法第５３

条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

って、モデル建物法を用い

たものに係る審査（以下こ

の項において「非住宅モデ

ル審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９５，

７００円（低炭素

建築物適合計画で

ある場合にあって

は、１２，０００

円） 

床面積３００

平方メートル

以上１，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１２

０，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１９，３
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改    正    前 改    正    後 

００円） 

床面積１，０

００平方メー

トル以上２，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき１５

４，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２９，３

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３２，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

１件につき３８

４，０００円（低

炭素建築物適合計

００円） 

床面積１，０

００平方メー

トル以上２，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき１５

７，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、３０，０

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２５

０，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、１３４，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

１件につき３８

９，０００円（低

炭素建築物適合計
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改    正    前 改    正    後 

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

画である場合にあ

っては、１６６，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

０，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２０７，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５８

１，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２８９，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る

審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

画である場合にあ

っては、１６８，

０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

５，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２１０，

０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５８

８，０００円（低

炭素建築物適合計

画である場合にあ

っては、２９３，

０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る

審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に
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改    正    前 改    正    後 

 

（２） （略） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、共同住宅及びに非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） (略) 

７４ 建築基準関係規定

適合審査の申出を併せて

行う低炭素建築物新築等

計画変更認定申請手数料 

 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 ７１の項から７４の項までに係る床面積は、次の各号

係る手数料の額 

（２） （略） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、共同住宅及びに非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

７３の２ 建築基準関係

規定適合審査の申出を併

せて行う低炭素建築物新

築等計画変更認定申請手

数料 

（略） （略） 

７４ 低炭素建築物新築

等計画軽微変更証明書交

付手数料 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規

則（平成２４年国土交通省令第８６号）第

４６条の２の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画の軽微な変更に関する証明書の交

付 

７３の項に掲げる

手数料額と同一の

金額 

 備考 ７１の項から７４の項までに係る床面積は、低炭素建築
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改    正    前 改    正    後 

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について

算定する。 

 

 

 

（１） 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転

する場合を除く。）、修繕若しくは模様替をする場合（次号

に掲げる場合を除く。）又は建築物の低炭素化のための空気

調和設備等の設置若しくは改修をする場合（次号に掲げる場

合を除く。） 

当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若

しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積 

（２） 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建

築する場合（移転する場合を除く。）、修繕若しくは模様替

をする場合又は建築物の低炭素化のための空気調和設備等の

設置若しくは改修をする場合 

当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若

しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積の２分

の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分

の床面積） 

７４の２ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

 

 

 

 

 

 

物新築等計画の認定に係る建築物の部分の床面積について算定

し、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の

床面積は、当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１につ

いて算定する。（床面積の増加する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７４の２ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

床面積が２０

０平方メート

１件につき ３

７，６００円 
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申請手数料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料 １１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１条第１項第２号イただ

し書の基準又は同号イ

（１）及び同項ロ（１）の

基準（以下この項及び７４

の３の項において「性能基

準」という。）を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「戸建住宅標準審

査」という。） 

ル未満のもの 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき ４

１，８００円 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２

０，３００円 

床面積が２０

０平方メート

１件につき ２

１，７００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１条第１項第２号イ

（２）及び同号ロ（２）の

基準（以下この項及び７４

の３の項において「仕様基

準」という。）を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「戸建住宅仕様審

査」という。） 

ル以上のもの 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、一戸建

基準省令第１

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

もの 

１件につき戸建住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

基準省令第１

条第１項第２

号イ（２）の

基準を用いた

１件につき戸建住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ての住宅に係る審査であっ

て、戸建住宅標準審査及び

戸建住宅仕様審査以外の審

査（以下この項において

「戸建住宅併用審査」とい

う。） 

もの 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、共同住

宅であって、いずれかの住

戸について性能基準を用い

た審査（以下この項におい

て「共同住宅標準審査」と

いう。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ７

３，６００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき １２

１，０００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２０

５，０００円 

床面積が５， １件につき ２９
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

３，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ５７

４，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １，

０１４，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

８６３，０００円 

建築物のエネルギー消費性 床面積が３０ １件につき ３
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、共同住

宅であって、全ての住戸に

ついて仕様基準を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「共同住宅仕様審

査」という。） 

０平方メート

ル未満のもの 

６，２００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき ６

１，１００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １０

９，０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １６

４，０００円 

床面積が１

０，０００平

１件につき ２９

８，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ５０

３，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ８８

１，０００円 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

いずれかの住

戸について基

準省令第１条

第１項第２号

イ（１）の基

準を用いたも

の 

１件につき共同住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

全ての住戸に １件につき共同住
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定の申請に対す

る審査又は同法第１３条第

２項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性

判定の通知に対する審査の

うち、同法第１１条第１項

に規定する非住宅部分であ

って基準省令第１条第１項

第１号イの基準を用いたも

のに係る審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき ２９

６，０００円（工

場等である場合

は、３４，０００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

１件につき ３８

１，０００円（工

場等である場合

は、４６，０００

円） 

対する審査のうち、共同住

宅に係る審査であって、共

同住宅標準審査及び共同住

宅仕様審査以外の審査（以

下この項において「共同住

宅併用審査」という。） 

ついて基準省

令第１条第１

項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの 

宅仕様審査に掲げ

る手数料額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、非住宅

部分であって基準省令第１

条第１項第１号ただし書又

は同号イの基準を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「非住宅標準審

査」という） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２３

８，０００円（工

場等である場合

は、２５，８００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき ２９

７，０００円（工

場等である場合

は、３４，１００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

１件につき ３８

３，０００円（工

場等である場合

は、４６，６００

円） 
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改    正    前 改    正    後 

満のもの 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ５４

３，０００円（工

場等である場合

は、１０７，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ６６

９，０００円（工

場等である場合

は、１５７，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ７９

０，０００円（工

場等である場合

は、１９４，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

１件につき ９０

１，０００円（工

場等である場合

満のもの 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ５４

５，０００円（工

場等である場合

は、１０７，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ６７

１，０００円（工

場等である場合

は、１５８，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ７９

３，０００円（工

場等である場合

は、１９５，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

１件につき ９０

４，０００円（工

場等である場合
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改    正    前 改    正    後 

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

は、２３９，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

１２４，０００円

（工場等である場

合は、３３０，０

００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定の申請に対す

る審査又は同法第１３条第

２項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性

判定の通知に対する審査の

うち、非住宅部分であって

基準省令第１条第１項第１

号ロの基準を用いたものに

係る審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき １１

６，０００円（工

場等である場合

は、２９，２００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

１件につき１５

２，０００円（工

場等である場合

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

は、２４０，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

１２７，０００円

（工場等である場

合は、３３２，０

００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、非住宅

部分であって基準省令第１

条第１項第１号ロの基準を

用いたものに係る審査（以

下この項において「非住宅

モデル審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ９

２，３００円（工

場等である場合

は、２１，７００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき １１

７，０００円（工

場等である場合

は、２９，６００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

１件につき１５

３，０００円（工

場等である場合
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改    正    前 改    正    後 

２，０００平

方メートル未

満のもの 

は、４１，０００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２４

５，０００円（工

場等である場合

は、１００，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３２

０，０００円（工

場等である場合

は、１５０，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３８

４，０００円（工

場等である場合

は、１８５，００

０円） 

床面積が２ １件につき ４５

２，０００平

方メートル未

満のもの 

は、４１，１００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２４

７，０００円（工

場等である場合

は、１０１，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３２

１，０００円（工

場等である場合

は、１５０，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３８

６，０００円（工

場等である場合

は、１８６，００

０円） 

床面積が２ １件につき ４５
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改    正    前 改    正    後 

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

０，０００円（工

場等である場合

は、２３０，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ５８

３，０００円（工

場等である場合

は、３１９，００

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第１項又は第１３条

第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画に係る建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定に対

する審査のうち、同法第３

７条に規定する認定建築物

エネルギー消費性能向上計

画に係る同法第３４条第３

項に規定する他の建築物で

 

 

 

 

 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき １

８，７００円 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

１件につき ２

９，３００円 

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

２，０００円（工

場等である場合

は、２３１，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ５８

５，０００円（工

場等である場合

は、３２０，００

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能適合性判定に対する審査

又は同法第１２条第２項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に

対する審査のうち、同法第

３２条に規定する認定建築

物エネルギー消費性能向上

計画に係る同法第２９条第

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １

２，０００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき １

９，３００円 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

１件につき ３

０，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

ある建築物に係る審査 ２，０００平

方メートル未

満のもの 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ８

４，０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １３

２，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １６

６，０００円 

床面積が２ １件につき ２０

３項に規定する他の建築物

である建築物に係る審査

（以下この項において「他

の建築物に係る審査」とい

う。） 

２，０００平

方メートル未

満のもの 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ８

５，３００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １３

４，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １６

８，０００円 

床面積が２ １件につき ２１
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改    正    前 改    正    後 

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

７，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ２８

９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

０，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ２９

３，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能適合性判定に対す

る審査又は同法第１２条第２項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

に対する審査のうち、一戸建ての住宅及び

非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に

掲げる手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に掲げ

る手数料の額 

 （３） 他の建築
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この項の床面積は、建築物エネルギー消費性能適合性

判定に係る建築物の部分の床面積（増築等をする場合にあっ

て、当該増築等に係る建築物について基準省令第１条第１項

第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性

能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギ

物に係る審査に掲

げる手数料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能適合性判定に対す

る審査又は同法第１２条第２項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅

部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

掲げる手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に掲げ

る手数料の額 

（３） 他の建築

物に係る審査に掲

げる手数料の額 

備考 この項の床面積は、建築物エネルギー消費性能適合性判

定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 
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改    正    前 改    正    後 

ー消費量に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該

既存部分の床面積を除いた床面積）について算定する。 

７４の３ 建築物エネル

ギー消費性能確保計画変

更申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７４の３ 建築物エネル

ギー消費性能確保計画変

更手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、一戸建ての住宅であ

って性能基準を用いたもの

に係る審査（以下この項に

おいて「戸建住宅標準審

査」という。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３

７，６００円 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき ４

１，８００円 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、一戸建ての住宅であ

って仕様基準を用いたもの

に係る審査（以下この項に

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２

０，３００円 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき ２

１，７００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて「戸建住宅仕様審

査」という。） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、一戸建ての住宅に係

る審査であって、戸建住宅

標準審査及び戸建住宅仕様

審査以外の審査（以下この

項において「戸建住宅併用

審査」という。） 

基準省令第１

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

もの 

１件につき戸建住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

基準省令第１

条第１項第２

号イ（２）の

基準を用いた

もの 

１件につき戸建住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、共同住宅であって、

いずれかの住戸について性

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ７

３，６００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

１件につき １２

１，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能基準を用いたものに係る

審査（以下この項において

「共同住宅標準審査」とい

う。） 

の 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２０

５，０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２９

３，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ５７

４，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

１件につき １，

０１４，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

８６３，０００円 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、共同住宅であって、

全ての住戸について仕様基

準を用いたものに係る審査

（以下この項において「共

同住宅仕様審査」とい

う。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３

６，２００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき ６

１，１００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １０

９，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １６

４，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２９

８，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ５０

３，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ８８

１，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第２項又は第１３条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更の申請に対する

審査のうち、非住宅部分で

あって基準省令第１条第１

項第１号イの基準を用いた

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２３

６，０００円（工

場等である場合

は、２５，０００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

１件につき ２９

６，０００円（工

場等である場合

は、３４，０００

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、共同住宅に係る審査

であって、共同住宅標準審

査及び共同住宅仕様審査以

外の審査（以下この項にお

いて「共同住宅併用審査」

という。） 

いずれかの住

戸について基

準省令第１条

第１項第２号

イ（１）の基

準を用いたも

の 

１件につき共同住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

全ての住戸に

ついて基準省

令第１条第１

項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの 

１件につき共同住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、非住宅部分であって

基準省令第１条第１項第１

号イただし書又は同号イの

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２３

８，０００円（工

場等である場合

は、２５，８００

円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

１件につき ２９

７，０００円（工

場等である場合

は、３４，１００
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改    正    前 改    正    後 

ものに係る審査 トル未満のも

の 

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３８

１，０００円（工

場等である場合

は、４６，０００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ５４

３，０００円（工

場等である場合

は、１０７，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ６６

９，０００円（工

場等である場合

は、１５７，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

１件につき ７９

０，０００円（工

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「非住宅標準審査」とい

う。） 

トル未満のも

の 

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３８

３，０００円（工

場等である場合

は、４６，６００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ５４

５，０００円（工

場等である場合

は、１０７，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ６７

１，０００円（工

場等である場合

は、１５８，００

０円） 

床面積が１

０，０００平

１件につき ７９

３，０００円（工
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改    正    前 改    正    後 

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

場等である場合

は、１９４，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ９０

１，０００円（工

場等である場合

は、２３９，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

１２４，０００円

（工場等である場

合は、３３０，０

００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第２項又は第１３条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更の申請に対する

審査のうち、非住宅部分で

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ９

１，６００円（工

場等である場合

は、２１，２００

円） 

床面積が３０

０平方メート

１件につき １１

６，０００円（工

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

場等である場合

は、１９５，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ９０

４，０００円（工

場等である場合

は、２４０，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき １，

１２７，０００円

（工場等である場

合は、３３２，０

００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

計画の変更に対する審査の

うち、非住宅部分であって

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ９

２，３００円（工

場等である場合

は、２１，７００

円） 

床面積が３０

０平方メート

１件につき １１

７，０００円（工
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改    正    前 改    正    後 

あって基準省令第１条第１

項第１号ロの基準を用いた

ものに係る審査 

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

場等である場合

は、２９，２００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １５

２，０００円（工

場等である場合

は、４１，０００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２４

５，０００円（工

場等である場合

は、１００，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３２

０，０００円（工

場等である場合

は、１５０，００

０円） 

基準省令第１条第１項第１

号ロの基準を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「非住宅モデル審査」

という） 

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

場等である場合

は、２９，６００

円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １５

３，０００円（工

場等である場合

は、４１，１００

円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２４

７，０００円（工

場等である場合

は、１０１，００

０円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３２

１，０００円（工

場等である場合

は、１５０，００

０円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３８

４，０００円（工

場等である場合

は、１８５，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ４５

０，０００円（工

場等である場合

は、２３０，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ５８

３，０００円（工

場等である場合

は、３１９，００

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１２条第２項又は第１３条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １

１，５００円 

床面積が３０

０平方メート

１件につき １

８，７００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ３８

６，０００円（工

場等である場合

は、１８６，００

０円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ４５

２，０００円（工

場等である場合

は、２３１，００

０円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ５８

５，０００円（工

場等である場合

は、３２０，００

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

１１条第２項又は第１２条

第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １

２，０００円 

床面積が３０

０平方メート

１件につき １

９，３００円 
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改    正    前 改    正    後 

計画の変更に対する審査の

うち、同法第３７条に規定

する認定建築物エネルギー

消費性能向上計画に係る同

法第３４条第３項に規定す

る他の建築物である建築物

に係る審査 

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ２

９，３００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ８

４，０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １３

２，０００円 

計画の変更に対する審査の

うち、同法第３２条に規定

する認定建築物エネルギー

消費性能向上計画に係る同

法第２９条第３項に規定す

る他の建築物である建築物

に係る審査（以下この項に

おいて「他の建築物に係る

審査」という。） 

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ３

０，０００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき ８

５，３００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき １３

４，０００円 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １６

６，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２０

７，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ２８

９，０００円 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき １６

８，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき ２１

０，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき ２９

３，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第２項又は第１２条第３

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に対する審査のうち、一

戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸
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改    正    前 改    正    後 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

建住宅併用審査に

掲げる手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に掲げ

る手数料の額 

（３） 他の建築

物に係る審査に掲

げる手数料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第２項又は第１２条第３

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に対する審査のうち、共

同住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

掲げる手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に掲げ

る手数料の額 

（３） 他の建築
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改    正    前 改    正    後 

 

 

備考 この項の床面積は、適合性判定を受けた建築物の建築

物エネルギー消費性能適合性判定の変更に係る部分の床面積

（増築等をする場合にあって、当該増築等に係る建築物につ

いて基準省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交

通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認め

る方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既

存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面

積）の２分の１について算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物に係る審査に掲

げる手数料の額 

備考 この項の床面積は、適合性判定を受けた建築物の建築物

エネルギー消費性能適合性判定の変更に係る部分の床面積の２

分の１について算定する。（床面積の増加する部分にあって

は、当該増加する部分の床面積） 

 

 

 

 

７４の４ 建築物エネル

ギー消費性能適合性判定

を行うことが比較的容易

な特定建築行為に係る確

認申請又は計画通知手数

料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項ただし書の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能適合性判

定を行うことが比較的容易な特定建築行為

（同項の建築物エネルギー消費性能適合性

判定を受けていないものであって、建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則（平成２８年国土交通省令第５

号。以下この項において「省令」とい

う。）第２条第１項第１号の基準に適合さ

せるものに限る。）に係る建築物に関する

建築基準法第６条第１項の規定に基づく確

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） ５７の項

に掲げる手数料の

額 

（２） ７４の２

の項に掲げる手数

料の額 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７４の４ 建築物エネル

ギー消費性能確保計画軽

微変更証明書交付手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更

に関する証明書の交付 

（略） 

７５ 建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申

請手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査（７６の項に係

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３６，

８００円（建築物

のエネルギー消費

性能の向上等に関

する法律第１５条

第１項に規定する

認の申請又は建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１２条第２項ただ

し書の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定を行うことが比較的容易な

特定建築行為（同法第１１条第１項の建築

物エネルギー消費性能適合性判定を受けて

いないものであって、省令第２条第１項第

１号の基準に適合させるものに限る。）に

係る建築物に関する建築基準法第１８条第

２項の規定に基づく計画の通知に対する審

査 

７４の５ 建築物エネル

ギー消費性能確保計画軽

微変更証明書交付手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則第１３条の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微

な変更に関する証明書の交付 

 

（略） 

７５ 建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申

請手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査（７６の項に係

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３７，

６００円（建築物

のエネルギー消費

性能の向上等に関

する法律第１４条

第１項に規定する
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改    正    前 改    正    後 

るものを除く。以下この項

において同じ。）のうち、

一戸建ての住宅であって、

誘導性能基準を用いたもの

に係る審査（以下この項に

おいて「戸建住宅標準審

査」という。） 

登録建築物エネル

ギー消費性能判定

機関又は住宅の品

質確保の促進等に

関する法律第５条

第１項に規定する

登録住宅性能評価

機関により、建築

物のエネルギー消

費性能の向上等に

関する法律第３５

条第１項各号に掲

げる基準に適合す

ると認められた計

画（以下この項及

び７７の項におい

て「建築物エネル

ギー消費性能向上

基準適合計画」と

いう。）である場

合にあっては、

６，７００円） 

るものを除く。以下この項

において同じ。）のうち、

一戸建ての住宅であって、

誘導性能基準を用いたもの

に係る審査（以下この項に

おいて「戸建住宅標準審

査」という。） 

登録建築物エネル

ギー消費性能判定

機関又は住宅の品

質確保の促進等に

関する法律第５条

第１項に規定する

登録住宅性能評価

機関により、建築

物のエネルギー消

費性能の向上等に

関する法律第３０

条第１項各号に掲

げる基準に適合す

ると認められた計

画（以下この項及

び７７の項におい

て「建築物エネル

ギー消費性能向上

基準適合計画」と

いう。）である場

合にあっては、

７，２００円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４０，

９００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、６，７０

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって、誘導仕

様基準を用いたものに係る

審査（以下この項において

「戸建住宅仕様審査」とい

う。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１９，

７００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、６，７０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２１，

１００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、６，７０

０円） 

   

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４１，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、７，２０

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって、誘導仕

様基準を用いたものに係る

審査（以下この項において

「戸建住宅仕様審査」とい

う。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２０，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、７，２０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２１，

７００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、７，２０

０円） 

建築物のエネルギー消費性 基準省令第１ １件につき戸建住
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、誘導性能基準

を用いたものに係る審査

（以下この項において「共

同住宅標準審査」とい

う。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７２，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

１件につき１２

０，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅に係る審査であっ

て、戸建住宅標準審査及び

戸建住宅仕様審査以外の審

査（以下この項において

「戸建住宅併用審査」とい

う。） 

０条第１項第

２号イ（１）

の基準を用い

たもの 

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（２）

の基準を用い

たもの 

１件につき戸建住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、いずれかの住

戸について誘導性能基準を

用いたものに係る審査（以

下この項において「共同住

宅標準審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７３，

６００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

１件につき１２

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適
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改    正    前 改    正    後 

トル未満のも

の 

合計画である場合

にあっては、２

２，４００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

７，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２８

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

１件につき５６

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

トル未満のも

の 

合計画である場合

にあっては、２

３，１００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

８，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

１件につき５７

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合
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改    正    前 改    正    後 

ル未満のもの にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

０２，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２０２，０００

円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

４０，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

３０５，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３５，

５００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

ル未満のもの にあっては、１３

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

１４，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２０４，０００

円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

６３，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

３０９，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３６，

２００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計
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改    正    前 改    正    後 

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、誘導仕様基準

を用いたものに係る審査

（以下この項において「共

同住宅仕様審査」とい

う。） 

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６０，

０００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、２２，４

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１０

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

７，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

１件につき１６

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって、全ての住戸に

ついて誘導仕様基準を用い

たものに係る審査（以下こ

の項において「共同住宅仕

様審査」という。） 

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６１，

１００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、２３，１

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１０

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

８，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

１件につき１６

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合
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改    正    前 改    正    後 

満のもの にあっては、８

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４９

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

２，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８７

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３０

満のもの にあっては、８

５，３００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

４，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８８

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３０
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改    正    前 改    正    後 

５，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、標準入力法

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

１，５００円） 

９，０００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅に係る審査であって、共

同住宅標準審査及び共同住

宅仕様審査以外の審査（以

下この項において「共同住

宅併用審査」という。） 

いずれかの住

戸について基

準省令第１０

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

もの 

１件につき共同住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

全ての住戸に

ついて基準省

令第１０条第

１項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの

ないもの 

１件につき共同住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、標準入力法

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

２，０００円） 
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改    正    前 改    正    後 

を用いたものに係る審査

（以下この項において「非

住宅標準審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

８，７００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

９，３００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５３

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上適合計

画である場合にあ

っては、８４，０

００円） 

床面積が５， １件につき６６

を用いたものに係る審査

（以下この項において「非

住宅標準審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

９，３００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３８

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３

０，０００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき５４

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上適合計

画である場合にあ

っては、８５，３

００円） 

床面積が５， １件につき６７
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改    正    前 改    正    後 

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

２，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

７，０００円） 

床面積が５

０，０００平

１件につき１，１

１４，０００円

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

８，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９０

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２１

０，０００円） 

床面積が５

０，０００平

１件につき１，１

２７，０００円
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改    正    前 改    正    後 

方メートル以

上のもの 

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２８９，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３４条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、モデル建物

法を用いたものに係る審査

（以下この項において「非

住宅モデル審査」とい

う。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９０，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１１

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

８，７００円） 

床面積が１，

０００平方メ

１件につき１５

１，０００円（建

方メートル以

上のもの 

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２９３，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって、モデル建物

法を用いたものに係る審査

（以下この項において「非

住宅モデル審査」とい

う。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９２，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１１

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

９，３００円） 

床面積が１，

０００平方メ

１件につき１５

３，０００円（建
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改    正    前 改    正    後 

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

９，３００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３１

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

２，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

１件につき３８

１，０００円（建

築物エネルギー消

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３

０，０００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

１件につき３８

６，０００円（建

築物エネルギー消
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改    正    前 改    正    後 

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４４

６，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

７，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２８

９，０００円） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

８，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２１

０，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５８

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２９

３，０００円） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅
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改    正    前 改    正    後 

及び非住宅部分に係る審査 標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、共同住宅及び非

住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、同条第３項の規

定により記載された複数の建築物による建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に係る審査 

認定申請に係る全

ての建築物につい

て、次に掲げる額

を合算した額 

（１） 戸建住宅

標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

及び非住宅部分に係る審査 標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、共同住宅及び非

住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に対する審査のうち、同条第３項の規

定により記載された複数の建築物による建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請に係る審査 

認定申請に係る全

ての建築物につい

て、次に掲げる額

を合算した額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に
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改    正    前 改    正    後 

 

（２） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（３）・（４）

（略） 

７６ 建築基準関係規定

適合審査の申出を併せて

行う建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請

手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３４条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請であって、同法第３５条第２項の規定

に基づく当該建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る建築基準法第６条第１項に規

定する建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査の申出を併せて行うものに対する

審査 

（略） 

７７ 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更認

定申請手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項の規定におい

て準用する同法第３４条第

１項の規定に基づく建築物

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３６，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

係る手数料の額 

（２） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 

（３）・（４）

（略） 

７６ 建築基準関係規定

適合審査の申出を併せて

行う建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請

手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請であって、同法第３０条第２項の規定

に基づく当該建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る建築基準法第６条第１項に規

定する建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査の申出を併せて行うものに対する

審査 

（略） 

７７ 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更認

定申請手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項の規定におい

て準用する同法第２９条第

１項の規定に基づく建築物

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３７，

６００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ
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改    正    前 改    正    後 

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査（７８の項に係る

ものを除く。以下この項に

おいて同じ。）のうち、一

戸建ての住宅であって、誘

導性能基準を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「戸建住宅標準審査」

という。） 

っては、６，７０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４０，

９００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、６，７０

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項の規定におい

て準用する同法第３４条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、一戸建て

の住宅であって、誘導仕様

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「戸建住宅仕様審査」とい

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１９，

７００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、６，７０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２１，

１００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査（７８の項に係る

ものを除く。以下この項に

おいて同じ。）のうち、一

戸建ての住宅であって、誘

導性能基準を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「戸建住宅標準審査」

という。） 

っては、７，２０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４１，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、７，２０

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項の規定におい

て準用する同法第２９条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、一戸建て

の住宅であって、誘導仕様

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「戸建住宅仕様審査」とい

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２０，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、７，２０

０円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２１，

７００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ
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改    正    前 改    正    後 

う。） っては、６，７０

０円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項において準用

する同法第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７２，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

う。） っては、７，２０

０円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項の規定におい

て準用する同法第２９条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、一戸建て

の住宅に係る審査であっ

て、戸建住宅標準審査及び

戸建住宅仕様審査以外の審

査（以下この項において

「戸建住宅併用審査」とい

う。） 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（１）

の基準を用い

たもの 

１件につき戸建住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

基準省令第１

０条第１項第

２号イ（２）

の基準を用い

たもの 

１件につき戸建住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項において準用

する同法第２９条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７３，

６００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１２，０
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改    正    前 改    正    後 

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、誘導性能基準を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「共同住宅標準

審査」という。） 

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

０，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

２，４００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

７，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２８

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、いずれかの住戸につい

て誘導性能基準を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「共同住宅標準審

査」という。） 

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

３，１００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

８，７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５６

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

０２，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２０２，０００

円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

４０，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

３０５，０００

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

１４，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２０４，０００

円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

６３，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

３０９，０００
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改    正    前 改    正    後 

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項において準用

する同法第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、誘導仕様基準を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「共同住宅仕様

審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３５，

５００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６０，

０００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、２２，４

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１０

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

７，７００円） 

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項において準用

する同法第２９条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、共同住宅であっ

て、全ての住戸について誘

導仕様基準を用いたものに

係る審査（以下この項にお

いて「共同住宅仕様審査」

という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３６，

２００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６１，

１００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、２３，１

００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１０

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、４

８，７００円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４９

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

２，０００円） 

床面積が５ １件につき８７

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５０

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

４，０００円） 

床面積が５ １件につき８８
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改    正    前 改    正    後 

０，０００平

方メートル以

上のもの 

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３０

５，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項の規定におい

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

４，０００円（建

築物エネルギー消

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３０

９，０００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項の規定におい

て準用する同法第２９条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、共同住宅

に係る審査であって、共同

住宅標準審査及び共同住宅

仕様審査以外の審査（以下

この項において「共同住宅

併用審査」という。） 

いずれかの住

戸について基

準省令第１０

条第１項第２

号イ（１）の

基準を用いた

もの 

１件につき共同住

宅標準審査に掲げ

る手数料の額 

全ての住戸に

ついて基準省

令第１０条第

１項第２号イ

（２）の基準

を用いたもの 

１件につき共同住

宅仕様審査に掲げ

る手数料の額 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項の規定におい

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２３

８，０００円（建

築物エネルギー消
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改    正    前 改    正    後 

て準用する同法第３４条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、非住宅部

分であって標準入力法を用

いたものに係る審査（以下

この項において「非住宅標

準審査」という。） 

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

１，５００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

８，７００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

９，３００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

１件につき５３

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

て準用する同法第２９条第

１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対

する審査のうち、非住宅部

分であって標準入力法を用

いたものに係る審査（以下

この項において「非住宅標

準審査」という。） 

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

２，０００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１

９，３００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３８

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３

０，０００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

１件につき５４

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適
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方メートル未

満のもの 

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき６６

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

２，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

１件につき８９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

方メートル未

満のもの 

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき６７

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

８，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

１件につき９０

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合
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ル未満のもの にあっては、２０

７，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

１４，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２８９，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３６条第２項において準用

する同法第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

ってモデル建物法を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「非住宅モデル

審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９０，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１１，５

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

１件につき１１

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

ル未満のもの にあっては、２１

０，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

２７，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能向上基

準適合計画である

場合にあっては、

２９３，０００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

３１条第２項において準用

する同法第２９条第１項の

規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審

査のうち、非住宅部分であ

ってモデル建物法を用いた

ものに係る審査（以下この

項において「非住宅モデル

審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９２，

３００円（建築物

エネルギー消費性

能向上基準適合計

画である場合にあ

っては、１２，０

００円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

１件につき１１

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合
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の にあっては、１

８，７００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１５

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２

９，３００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

４，０００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３１

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３

の にあっては、１

９，３００円） 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１５

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、３

０，０００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、８

５，３００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３２

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１３
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２，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４４

６，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２０

７，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２８

９，０００円） 

４，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８

６，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、１６

８，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２１

０，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５８

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能向上基準適

合計画である場合

にあっては、２９

３，０００円） 



117 

改    正    前 改    正    後 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第２項において準用する

同法第３４条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請に対する審査のうち、一戸建ての住

宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第２項において準用する

同法第３４条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請に対する審査のうち、共同住宅及び

非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第２項において準用する

同法第３４条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

認定申請に係る全

ての建築物につい

て、次に掲げる額

を合算した額 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３１条第２項において準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請に対する審査のうち、一戸建ての住

宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３１条第２項において準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請に対する審査のうち、共同住宅及び

非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 

（２） （略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３１条第２項において準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

認定申請に係る全

ての建築物につい

て、次に掲げる額

を合算した額 
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の申請に対する審査のうち、同条第３項の

規定により記載された複数の建築物による

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

の申請に係る審査 

（１） 戸建住宅

標準審査又は戸建

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（２） 共同住宅

標準審査又は共同

住宅仕様審査に係

る手数料の額 

 

（３）・（４） 

（略） 

７８ 建築基準関係規定

適合審査の申出を併せて

行う建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定

申請手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第２項において準用する

同法第３４条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請であって、同法第３５条第２項の規

定に基づく当該建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る建築基準法第６条第１項に

規定する建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査の申出を併せて行うものに対す

る審査 

（略） 

の申請に対する審査のうち、同条第３項の

規定により記載された複数の建築物による

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

の申請に係る審査 

（１） 戸建住宅

標準審査、戸建住

宅仕様審査又は戸

建併用審査に係る

手数料の額 

（２） 共同住宅

標準審査、共同住

宅仕様審査又は共

同住宅併用審査に

係る手数料の額 

（３）・（４） 

（略） 

７８ 建築基準関係規定

適合審査の申出を併せて

行う建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定

申請手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３１条第２項において準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申請であって、同法第３０条第２項の規

定に基づく当該建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る建築基準法第６条第１項に

規定する建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査の申出を併せて行うものに対す

る審査 

（略） 
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７９ 建築物エネルギー

消費性能基準適合認定申

請手数料 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１条第１項第２号イ

（１）及びロ（１）の基準

を用いたものに係る審査

（以下この項において「戸

建住宅性能審査」とい

う。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３６，

８００円（建築物

のエネルギー消費

性能の向上等に関

する法律第１５条

第１項に規定する

登録建築物エネル

ギー消費性能判定

機関又は住宅の品

質確保の促進等に

関する法律第５条

第１項に規定する

登録住宅性能評価

機関により、建築

物のエネルギー消

 備考 ７５の項から７８の項までに係る床面積は、建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定に係る建築物の部分（共同住宅

の共用部分の評価をしない場合は、当該共用部分の床面積を除

く。）の床面積について算定し、認定を受けた建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積は、当該計画の

変更に係る部分の床面積の２分の１について算定する。（床面

積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

７９ 建築物エネルギー

消費性能向上計画軽微変

更証明書交付手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則第２８条の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微

な変更に関する証明書の交付 

 

 

 

１件につき７７の

項に定める手数料

の額と同一の額 
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費性能の向上等に

関する法律第２条

第１項第３号に掲

げる基準に適合す

ると認められた建

築物（以下この項

において「建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築

物」という。）で

ある場合にあって

は６，７００円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき４０，

９００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、６，７００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７２，

３００円（建築物

エネルギー消費性
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改    正    前 改    正    後 

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

宅であって基準省令第１条

第１項第２号イ（１）及び

ロ（１）の基準を用いたも

のに係る審査（以下この項

において「共同住宅性能審

査」という。） 

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、１１，５０

０円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき１２

０，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２２，

４００円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２０

２，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、４７，

７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

１件につき２８

９，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

改    正    前 改    正    後 

方メートル未

満のもの 

築物である場合に

あっては、８４，

０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき５６

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１３

４，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，０

０２，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能基準適

合建築物である場

合にあっては、２

０２，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，８

４０，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能基準適

合建築物である場
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改    正    前 改    正    後 

合にあっては、３

０５，０００円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、一戸建

ての住宅であって基準省令

第１条第１項第２号イ

（２）及びロ（２）又は同

号イ（３）及びロ（３）の

基準を用いたものに係る審

査（以下この項において

「戸建住宅仕様等審査」と

いう。） 

床面積が２０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき１９，

７００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、６，７００

円） 

床面積が２０

０平方メート

ル以上のもの 

１件につき２１，

１００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、６，７００

円） 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、共同住

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３５，

４００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、１１，５０
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改    正    前 改    正    後 

宅であって基準省令第１条

第１項第２号イ（２）及び

ロ（２）又は同号イ（３）

及びロ（３）の基準を用い

たものに係る審査（以下こ

の項において「共同住宅仕

様等審査」という。） 

０円） 

床面積が３０

０平方メート

ル以上２，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき６０，

０００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、２２，４０

０円） 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１０

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、４７，

７００円） 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１６

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、８４，

０００円） 
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改    正    前 改    正    後 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１３

４，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４９

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２０

２，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき８７

０，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、３０

５，０００円 

建築物のエネルギー消費性 床面積が３０ １件につき２３
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改    正    前 改    正    後 

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって基準省令第１

条第１項第１号イの基準を

用いたものに係る審査（以

下この項において「非住宅

標準審査」という。） 

０平方メート

ル未満のもの 

４，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１１，

５００円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１件につき２９

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１８，

７００円 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき３７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２９，

３００円 

床面積が２，

０００平方メ

１件につき５３

９，０００円（建
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改    正    前 改    正    後 

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、８４，

０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき６６

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１３

２，０００円） 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１６

６，０００円） 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

１件につき８９

３，０００円（建

築物エネルギー消

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

改    正    前 改    正    後 

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２０

７，０００円） 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき１，１

１４，０００円

（建築物エネルギ

ー消費性能基準適

合建築物である場

合にあっては、２

８９，０００円 

建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第

４１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能基準適合の認定の申請に

対する審査のうち、非住宅

部分であって基準省令第１

条第１項第１号ロの基準を

用いたものに係る審査（以

下この項において「非住宅

モデル審査」という。） 

床面積が３０

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき９０，

８００円（建築物

エネルギー消費性

能基準適合建築物

である場合にあっ

ては、１１，５０

０円 

床面積が３０

０平方メート

ル以上１，０

００平方メー

１件につき１１

５，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建
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改    正    前 改    正    後 

トル未満のも

の 

築物である場合に

あっては、１８，

７００円 

床面積が１，

０００平方メ

ートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき１５

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２９，

３００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートル以上

５，０００平

方メートル未

満のもの 

１件につき２４

３，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、８４，

０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートル以上１

０，０００平

方メートル未

１件につき３１

７，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に
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改    正    前 改    正    後 

満のもの あっては、１３

２，０００円 

床面積が１

０，０００平

方メートル以

上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８

１，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、１６

６，０００円 

床面積が２

５，０００平

方メートル以

上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

１件につき４４

６，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２０

７，０００円 

床面積が５

０，０００平

方メートル以

上のもの 

１件につき５７

８，０００円（建

築物エネルギー消

費性能基準適合建

築物である場合に

あっては、２８
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改    正    前 改    正    後 

９，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合の認定の

申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅

及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 戸建住宅

性能審査又は戸建

住宅仕様等審査に

係る手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に係る

手数料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能基準適合の認定の

申請に対する審査のうち、共同住宅及び非

住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲

げる額を合算した

額 

（１） 共同住宅

性能審査又は共同

住宅仕様等審査に

係る手数料の額 

（２） 非住宅標

準審査又は非住宅

モデル審査に係る
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改    正    前 改    正    後 

手数料の額 

 備考 ７５の項から７９の項までに係る床面積は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について

算定する。 

（１） 建築物を建築する場合（第３号に掲げる場合及び移

転する場合を除く。）、修繕若しくは模様替をする場合（第

３号に掲げる場合を除く。）又は建築物のエネルギーの消費

性能の一層の向上のための空気調和設備等の設置若しくは改

修する場合（第３号に掲げる場合を除く。）当該建築、修繕

若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修によ

り認定を受ける建築物の部分の床面積（共同住宅の共用部分

の評価をしない場合は、当該共用部分の床面積を除く。） 

（２） 建築物を増築等する場合当該増築等に係る建築物に

ついて基準省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土

交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認

める方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない

既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面

積 

（３） 認定を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築

する場合（移転する場合を除く。）、修繕若しくは模様替を

する場合又は建築物のエネルギーの消費性能の一層の向上の

ための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合当該建
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改    正    前 改    正    後 

築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは

改修により認定を受ける建築物の部分の床面積（共同住宅の

共用部分の評価をしない場合は、当該共用部分の床面積を除

く。）の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該

増加する部分の床面積） 

（略） 
 

 

 

 

 

 

（略） 
 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の橿原市手数料徴収条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 

理由 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により、全ての新築住宅及び非住宅へのエネルギー基準適合の義務付けが定められたこと等に伴い、手数料の見直

しを行うため、所要の改正を行うもの 


